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令和 6年 4月 30日

那覇市議会議長

野原 嘉孝 様

議員名 暮λ原 甲日(電勧

令和 5 年度政務活動費収支報告について

刀島覇市議会政務活動費の交付に関する条例第 3条第 1項の規定

に基づき、別紙のとお り令和 5 年度政務活動費収支報告書を

提出します。

記

令和 5 年 4 月分 令和 6 年 3 月分

と



第18号様式 (第 6条関係)

令和5年度政務活動費収支報告書

議員名 普久原 朝日

1収 入

政務活動費 1,080,000円

2支  出

3残  額 0円 (42,626倒 )

科   目 金   額 備   考

調 査 研 究 費 129,280閣

研 修 費 6,240円

広 報 費 0円

広 聴 費 0円

要 請 。陳 情 活 動 費 0円

会 議 費 0門

資 料 作 成 費 20,893隅

資 構 猟鴛 入 費 60,616円

人 件 費 0円

事 務 所 費 905,597円

△
臣こ 計 1,122,626調



会計帳簿(項 目別)案

令和5年度(2023年度) 議員名 普久原 靭日

入力箇所

上限鞣補足 支出額 政務活動費 備考 激,婢■撃理

番号
年月日 経費種類 その他(内容)

0′ 5 5,000交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 631 3162023年4月 17ヨ

344 85 6,0002023年 5月 15日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 688

31504 1,752 05 5,0002029年 6痛 21霞 交通費 ガツリン代(オイル等不可)【 1】

05 510002023年 5月 26日 交逓費 ガツサン代〈オイル等不可)【 1】 695 347

318 05 5,0002028年 6月 23日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 636

1,600 750 06 510002028年 7月 18露 交通費 ガソリン代(オイル等不可〉【1】

小計 7,654 31926

376 06 510002023年7月 20露 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 762

2028年 8月 4日 3,974 1,987 05 51000交通費 ガフリン代(オイル等不可)【 1】

05 5,0002023年 8月 26日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 21800 1,000

392 0_5 510002023年 9月 3日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 785

2023年 9月 27日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 3,000 11500 0.5 も、000

小計 10,511 も,265

,,000 0,5 5,0002023年 標月11日 交通費 ガツリン代(オイル等不可〉 Kl】 21000

2023年 複 月15日 交通費 ガソサン代(オイル等不可〉【1】 708 354 05 5,000

05 6,0002028年 12月 12日 交通費 ガソリン代ぐオイル等不可)【 1】 739 869

11000 03 5,0002023年 12月 17日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1房 21000

2024年 二爵6日 交通費 ガソリン代 (オイル等不可)【 i】 727 3S3 06 51000

08 5,0002024年 1月 24日 交通費 ガソリン代(オイル等不可)【 1】 652 326

小講 S,826 3,412

2024年 1月 26日 交通費 ガツリン代(オイル等不可)【 1】 3,000 1,500 05 5,000

05 5,0002824年2月 1 4 Ei 交通費 ガソリン代(オイル等不可〉【1】 638 344

1,500 05 5,0002024を 3月 23日 交通費 ガソリン代(オイル等不可〉【1】 3,000

小計 61688 31344



会計帳簿(項 目別)案

令和5年度(2023年度) 議員名 普久原 朝日

2023年 4月 80自 焼帯電話(月 額受/2以 内、上限1万円〉【1】 ソフトバンク 4月 41667 21338 05 10,000

2023年 5月 81日 腕帯電話(月 筆1/2以 内、上限1万劉)【 1】 ソフトンヾンク 5月 5,239 2,619 O、 5 10,000

2023年 6月 30日 勇幣電話(月 霞Ⅲ/2以 内、上限1万剰)【 Ⅲ】ソフトバンク 6月 5,789 21894 8.6 101000

2023年 7月 91日 協帯電話(月 額V2以内、上娘1万円)【 再】ソフトバンク 7月 4,645 2,322 0.5 101000

2028年 3月 91日 協帯電話(月 額1/2以 ぬ、上爆:万円〉【韓 ソフトンミンク 8月 41667 2,333 0.5 10,000

2028年 9月 30自 洗幣電話(月 額1/2以 ぬ、上限1万隅〉【1】 ソフトン`ンク 9月 51349 2,874 0.5 10,000

2028年 10月 31日 携帯電話(月 嶺1/之 以内、上限I万円〉(1, ソフトバンク 受0月 4,931 21465 0.5 10,000

2023等 11月 38日 携帯電話く月I壌フ2以内、上限1万円〉【1】 ソフトパンク 職1鳥 7,109 31554 0.5 10,000

2023年 12月 31日 携帯電話く月額1/2以 内、上限1万円〉【1】 ソフトバンク 12月 4,425 2,212 0.5 101000

2024年 1月 3ほ 日 携驀電話(月 顔1/2以 内、上限1万円)【 1】 ツフトンヾンク 二月 4,513 2,256 0.3 10,000

2024年 2月 29日 携帯電話(月 鎮1/2以内、上賑員万円)(1】 ソフトパンク 2月 5,986 2,098 0,6 10,000

小計 571320 281655

2023年4月 7霞 携帯電話(月 額1/2以 ぬ、上限1万円)【 11 docomo 4月 9100 41550 06 10,000

2023年 5月 10日 携帯電話(月 額:/2以 ぬ、と限1万円)【 硝 doco除 o 5月 9,084 4,542 05 10,000

2023年 6月 8日 携帯電話(月 額1/2以 内、上限1万綴〉【1】 docottc 6月 81017 4,008 05 10,000

2023年7月 7日 携帯電話(月 額1/2以 内、上限1万翔)【 1】 docomo 7月 8,060 4,030 0.5 ,0,000

2023年 8月 8日 務帯電話(月 額1/2以 内、上限 1万調)【 1】 docomo 8月 8134Ⅲ 4,170 05 10,000

2023年 9月 8日 携帯電話(月 観1/2以凸、上限1万円)【 1】 docomo 9月 81328 4,164 O,5 101000

2028年 10月 7日 携帯電話(月 錬1/2以 ぬ、上限|万円)【
'】

docomo 10局 81357 41178 05 脅01000

2020年 11月 8日 携帯電器(月 銀1/2以 内、上限1万円)い 】ぼocomo 11月 8,381 4,165 05 10,000

2023年 12月 8白 携帯電話(月 振1/2以 内、と隕十万鳴)【 1】 dO00瞭O 12月 81479 4,236 0.5 10,000

2024年 1月 10晟 携帯電話く月額1/2以 内、上限1万用)【 1】 doconic 1月 8,380 41190 0.5 10.000

2024年2月 7日 携帯電話(月 額1/2以 内、上限|万円)【 1】 ごocomo 2月 8,324 4,162 O.5 10.000

2024年3月 8露 携帯電話(月 顕1/2以 内、上限1万円)【
'】

docomo 3月 8,346 41173 O.5 10,000

小計 101141 501568

2023年 5月 30日 視察旅費(霞 程、出張報告書添付)(1】 航空賃 211110 21,110 男B覇→璃饉空港 0

2023年6月 2日 奪見察旅費(日 程、出張報告書添付〉【1】 航空賃 13,1ほ 0 13110 羽田空港→那覇 0

小計 341220 34,220

総合計 224,360 129,280



会冨十帳簿(項目別)案

金和5年度(P023年度) 議員名 普久原 期日

入秀簡所

■RE翅館考経費穣蝦 その他(内容) 補足 支出額 政務活動費月日

儀2可  申0 02023年 10月 2B日 多加費等(食事代1目螢1頼書除く)【 2】 夜隠中学

e124062401小計

総合計 CP40o12401



会計帳簿(項 目別)案

令和5年度(2023年度) 議員名 普久原 朝日

7
入力箇所

入力笛所

理
号

建
番 月 日 経費種類 その他(内容) 補足 支出額 政務活動費 備考 僚分しや 上限額

事務機器購入 【7】 再21,800開 0
Itlad齢 茉

151225 備品(R5年度売当類)

事務機器購入 【7】 ipad magic keyboard 441800田 O41480再 備品(R5年度充聾額)

小計 166`600 19,70S

事務機器館入 【7】 Apple penc‖ 再再,380 1,138 備吊くR5年度充当錬) 0

小計 I ⅢⅢ880 碑
`188

総合計 1731480 201898

8

理
号

整
番 月 日 経費種類 その他(内容) 補足 支出額 政務活動☆ 備考 控分

"岬
生隈額

2024年 4月 10日 新聞雑誌購読料 【8】 沖縄タイムス 1月 -3月 分 861900 36′ 900 0

小計 36,900 36,900

2023年4月 7日 新聞雑誌賄読料 〔8】 毎蜃新聞デジタル 4魔 分 1,073 11078 O

2028年 5月 7日 新聞雑誌購読料 【8】 毎日新聞デジタル 5月 分 職,073 1,078 O

2023年 6月 7霞 新聞雑誌賄読料 【8】 毎日新暴ほデジタル 6月 分 1,073 |.078 0

2023年 7月 7震 新聞雑誌誇誘将 【8】 毎日新商デジタル 7帰 分 再ェ078 1,078 0

之023年 8月 7日 新層I身雑誌錯読苺 【8】 毎日新聞デジタル 8月 分 1,078 1,078 0

2023年9月 7B 新闘雑誌購読料 【8】 毎日新聞デジタル 9月 分 11073 11078 0

2023年 10月 7日 新聞雑誌購読料 【81 毎日新聞デジタル 10月 分 1,078 再,078 0

2023年 11月 7働 新聞雑誌購読料 【8】 毎日新聞デジタル 竜1月 分 1,078 1,078 0

2023年 12月 7日 新聞雑誌購読料 【8】 毎霞新聞デジタル 12月 分 1,078 1,078 0

2024年二月7爵 新聞雑誌館読料 【8】 毎日新聞デジタル 1月 分 11078 11078 0

2024年 2月 7日 新隠雑誌購誘襲 【8】 毎日新聞デジタル 2月 分 11078 1,078 0

2024年9月 7日 新聞雑誌購疏料 【8】 毎日新聞デジタル 3月 分 1,078 11078 0

をヽ言子 12193G 121936



会計帳簿(項 目男ll)案

令和5年度(2023年度)
議員名 普久原 朝日

入力箇所

2023年 4月 1日 新聞雑誌購読料 【8】 朝日新踊デジタル 4月 分 980 980 0

2023年 5月 1日 新聞雑誌館読糧 【8】 朝日新聞デジタル 5月 分 980 980 0

2023年 6月 1日 新聞雑誌鮎読凄 【8】 朝日新聞デジタル 6月 分 988 980 0

2023年 7月 1日 新聞雑誌館読料 【8】 朝日新聞デジタル 7月 分 980 980 0

2023年 8月 1自 新聞雑誌購読料 【8】 朝日新鼻辱デジタル 8月 分 980 980 0

2023年 9月 1日 新聞雑競購読料 疑8】 朝日新聞デジタル 9月 分 980 980 0

2028年 10月 荘騒 新聞雑誌購読料 【8】 朝日新聞デジタル 程0月 分 980 980 0

2028年 獨月1日 新聞雑誌購読料 【8】 朝曇新聞デジタル コ月分 980 980 0

2023年 12月 1日 新聞雄講購読料 【8】 朝日新聞デジタル 12月 分 980 980 0

2024年書月1,ユ 新聞雑誌講読群 【8】 朝日新濁デジタル 甍月分 980 980 O

2024年 2月 1日 新聞雑誌購読料 【8】 朝日新聞デジタル 2月 分 980 980 0

小計 10,780 101780

総合計 80,6ほ 6 eO,616

10

政務活動資 備考 t安分麟 上限額理
号

整
番 月  日 経費種類 その他(ぬ容) 補足 支出額

04月 67`691 671691 水道恭金込み2023年3月 31日 事務所の賃借料 【10】

水進料金込み 02028年 6月 1日 事務所の質借料 【10】 5月 67,747 67,747

67,663 水適料金込み 02023年5月 31日 事務所の賃借*導 【10】 6月 67,663

07月 67,69織 67.691 水道料金込み2028年6月 30露 事務所の質借料 【再O】

水適料金込み 02028年7月 31霞 事務所の賃借料 【40】 8月 67,663 67.663

87,663 水道料金込み 0202e年 8月 31日 事務所の賃借料 【
'O】

9月 67,663

10月 67.663 87,663 水道料金込み 02023年 10月 2日 事務所の賃借料 (10】

水道料金込み 02023年 10月 31日 事務所の質借朴 【10】 11月 67,663 67668

02023年 柄月30日 事務所の貸借料 【10】 12月 65,481 65:481 氷適騨金込み

水造料金込み 02023年 言ぞ月29日 事務,チの賃借恭 【10】

12/19日 イベント使用
の為、2183用 /1日除 1月 671663 651480

67.597 水適*半金込み 02024年 1月 31日 事務所の賃借料 【10】 2月 67,597

3月 67,630 67,630 水遺沐キ金込み 02024年2月 29日 事務所の賃借料 【10】

小 計 809,845 807,632



会計帳簿(項 目別)案

令和5年度(2023年度) 議員名 普久原 朝日

2023年6月 8日 その他 【10】 インターネット 6月 31668 1,834 50x 0

2023年 7月 アロ その他 【10】 インターネット 7月 5,720 2,860 50,l 0

2023年8月 8隠 その他 【10】 インターネット 8月 5,720 2.860 50,` 0

2023年 9月 8日 その他 【10】 インターネット 9月 51720 2,860 5011 0

2023年10月 7日 その他 【10】 インターネット 10月 Si720 2,860 50X 0

2023年 11月 8日 その他 【10送 インターネット 11月 6.720 21860 50“ 0

2023年 12角 B日 その他 【10】 インターネット 12月 5,635 2,767 60% O

2024年 1月 10日 その他 【10】 インターネット 1月 5,720 21767
12/19arベ ント使用の
為、185円 /1日除(

5011 C

2024年 2月 7日 その他 【10】 インターネット 2月 5,720 2,860 501` 0

2024年3月 8日 その他 【10】 インターネット 3月 6,720 2,860 501` O

小計 54,969 27.388



令和5年度(2023年度)

会計帳簿(項 目別)案

議員名

支盛額 政務活動費

全体合計 11405,218 1,122,826

普久原 朝日

,023年 5月 2日 維持管理費 〔10】 電気料金 4月 分 41858 4,358 0

2023年 5月 20日 津こ持管理費 【10】 電気料金 5月分 41908 4,908 0

2023年 6月 18日 維持管理費 【10】 電気料金 6月 分 4,950 4,950 0

2023年 7月 24日 維持管理費 【10】 電気料金 7月 分 8,648 8,648 0

2028年 8月 25日 維持管理費 【10】 電気料金 B月 分 10,239 101299 C

2028年 二0月 ■日 維持管理費 【10】 電気料金 9月 分 5,980 51980 0

2023年 10月 16日 維持管理費 【tO】 電気料金 10月分 6,877 61877 0

2023年 11月 甚6日 維持管理費 在10】 電気料金 11月 分 6.064 6,064 0

2023年 12月 今ヽ日 維持管理費 【穏0】 電気料金 12ザ騒分 5,197 5,187 0

2024年 1月 16日 維持管理費 【10】 電気料金 二月分 61187 5,020
iθ 日イベント使用の為、
167用 /1日 叢引計上

0

2024年3月 6露 維持管理費 【10】 電気*半金 2月 分 41007 4,007 0

2024年 3月 21E 維持管理費 【10】 電気料金 3月 分 31889 3.389 0

小計 701744 70,577

総合計 935,522 905.597



令和5年度 会計明細

議員名  誉久原 朝日

経費糎類 集剖(単位 ,用 )

調査職究費

交通費 ガソリン代 (オイル等不可) 【1】 Y 15,837

交通費 駐車料金 【i】 Y

質H脅  うクレー奉1● ■轟1ロ サ■V11(翔 4ぬ彗森び員卓猟硝E■ ) ti' V

交途賃 【フレール璃釜 (府聴内容及び乗章区蘭臓贈〕 【:】 Y

調査委託費  【手】 ¥

携韓電話 く月鎮再/2以内、上限1万円) 【1) Y 79,223

インターネットに係る健費 (月顔
'/2以

内、上娘:力構) tl】 Y

視票旅費 (a程、出張報告特添付) 【ヽ】 γ 34.220

その他  【i】 V

単

¥

調 査 研 究 費 ′
lヽ 計 γ 129280

研修食

研修旅費 (厨B催盪知、プ霞グラム添付) 【2舜 Y

講師謝礼金 (市 の講師騨礼支払い基準ここよる) (2】 Y

会場費 【2】 Y

交通費 (調査研究に準ずる) 【2】 Y

文書通l目費 【2】 ¥

参加費等 (食事代狼当簸を除く) 【2】 V 6′ 240

その他 【2】 Y

Y

V

研 修 費 Jヽ活争 V 6.240

資料笹成費

資料即爾 ,日】81硬本費 (成果品の写 しを添付) 【7】 γ

翻JR料 (成果品の写しを添付) 【7】 V

事務機器講入 【7機 Y 20,893

リース代等  【7】 Y

事務用品等鴻耗品代 【7】 γ

その他 【7】 Y

γ

Y

Y

′
資 料 作 成 費 小▼幸 と 20898

資料購入費

書籍購入費  【8】

新聞雑鯨購銃料 【8】 γ 60,616

有料データベース利,R料等 【8】 ¥

その他 【81

Y

V

¥

資 率.購 入 費 小 計 Y 60616

事務所費

事務所の賃描メI半  【10】 Y 807.632

事務所駐車場の賃惜料 【10〉 Y

維持管I騒費 (10' y 70.577

固定電話 (月 額 1/2以角、上限1万用) 【iC】 V

文書逓信費 (10】 ¥

事務機器購入 【10】 γ

備品 【10】 y

リース代等 【10】 Y

その他 【10】 Y 27,388

¥

Y

事 務 所 資 小 計 905597

総合計 Y 1.122お 26
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調査研究費



1当施融満え駆.穏栞甲ヵ
l 入会金も年秩賛《Ⅲ全 こ熱羽 |

f
謎:燎

よ;客様 i婆|え

(ク レジ yヽ争 領取碧 )

―一― 一――一舗 l y81

セサ歩フ穏B朗斬観;心 SS

RE1 0ヽ ,S 8『lも
イ
|!41も

井蓼器悩とli,■  帯社手よi、〔倉そ茸itI

沖縄県ηBttl13さ もる#ふ 4-21-'2

プを _二
=

― ASAHI

レギュう ゴ)iノ 1'レ

4 111t     0164.ll

0120〔,  0(,

(内 ,デダリ

"監

雑 1虐与I(ユ 10.0

(内、ク lノ ジツト胡iう 1 01.0
(内 ,D ptx v値引  01.0

売
'ラタデンt(t' サl Ⅲ・ ,ど 1イ ン

lttf劣 友,  Ⅲ

車両番掲    実車番
0()ク60()

と/1,ュ う んソ 1サ ン

4.241_

(nRク ずン1と角弓l  ti「
fI

ta引 後単l曲

()問 費llと

'0°

/◆斉!象

)盟幹;t等

金 脅 :

202急笠
iユ  4チ弓171ヨ

19:i3

「
ミIKll‖ AI雄A雑

:G

,… 28(1六l)

む311工 J

‐
41r・1)

コIrl〉

4r婚 》

1嶺

禽 請
‐                 こうこう11を導

Y631   50%教 分⇒   ¥315

普 久原 朝 日

ぅsi虜阿癖戸β″

納羅露醜職触齢

F' 09

(164f■ 1)

平6t,3

-¥夕 1)

(1491B)
¥l)3″

半('t予 2)

¥63
¥ こうfJ 〔テ

令和5年度 領収書添付用紙
整理番号

議員氏名 普久原朝日

普久原朝日

身⊆廟J7序戸β触

納轟議観 |卜機
売 上
ljギ金|プ リ
4704と

' 

1`0('000 7(,`)

ilttltt rブ リ‐

二表眈

車両番号    実卑番
0026 0()

"ギ
ュラーカソリ|ノ

4.251

1'()ヽ 〕

11'21を
11

半646
-半 2士 )

(l rtrrr」 )

平6佐 t'

平〔ヽ夕う)

イ(:〔Ⅲ

半 壁うと

'$

(QR′ノホ
コ
ン1曲 弓1  51■ l

l 値引後母l組 :

1的費 |;↓ 10ν j占 :虫

,封摯単1歩義篭

島 言 |

普 久 原 朝 爵

致⊆廟,7炉戸β節

納編 岬 税皓
売 1

1見金 7'ジ

4F()4心  9()()(〕 (,0 75ヽ )

1軒(M

鍛禽基盤
~   

実革番
()◇?6 00

抄ギュラ ーガフリン

′1.6/1

(S代クーホ・ツlittF,1  5+Il
i濾培1後韓lはfl

6選鞘郎と
'0%珂

象

)出機I'ヽ等
合 計

P-16
li)2手

と〕
¥3,293
-半 108)

14'II奪

¥3,185
¥と ,1 li6)

羊319

¥3ゥ ЬO狛

イ3,S04  50%,サデ分‐   *1,752

Y695     507o被分→      ¥347

普 久 原 朝 日

身⊆廟〃序戸
g触

納最憲麟 1徴路
茂i li

現彿 プ
'―重7048 9f10000-/59

現舎フイジ

4歳 M

車両番 F,・    実車番
0026-OO

t/ギユラ ーブJ'｀ノリレ
3_も ,1

P 09

(16も件l)

¥59/
‐¥19)

(150周 )

¥57を

平578)

¥63
¥636

(ORク
‐ホ
コ
ンイl盲弓1  5β ]

値引後単価

(消費務と,0%斉1象

,珈瑠ji等

会 '言
|

,s工百
=|

普 久 原 朝 日

嘉領廟〃炉戸β触

納轟蒜劇騨Iャ /

ゲi:|:
うクテ:/1(()力

' 
カイイン   l

1足 ll七 カ 1
車両社守持    笑撃 ,|

OCク 6 11(,

'ア

ヤ́コラ カソI"フ

イ;.11F)i

(O鷲クーホ'ン千IFヽら1  lⅢ l II

値弓1後緯ひrllll

CttTttjと ,◇ 7(対 象
,内
オと1<税等

諄当言十

け-10

16()|:す 1

lF i,108

‐¥14)
l Sbili

ギ1,364

¥1,364)
¥11;l)

¥1,も 00

60     %

(政務活動費充当類)

3,826/ 円領収書 6枚 数分率



普久原朝日

ぅ〔 阿炉戸打触

納贔議靭 1仇劉

普 久 原 朝 日

| うs廟′7炉戸汀触

納贔蕎側騨
先■
)'テ ン|(C IJ 卜・ カイrフ

革面番号    実車番
0026-00

'ア

ギ.ユ ラ ブ
'ソ

リン
4.111

(ORク ホヽ・ンイ遭Sキ   1,I言]

燎ぢ:後単価

('ll掌鷺窮:107)女 あゞそ
消婢 ;降
角

ヽ
詰 I

8:38

蒻考鷹肺朝停 様
提携カード
車両番号    実車番
0026Ⅲ 00

レギュラーガソリン  P09
22,30と      (1 62Pq)

¥3,613

0肖費税10°/o刈 象    ¥3,613)
消費税等        ¥361
髪卦膏十     挙 3,974

P40
(16(,「

ユ
1)

¥′06
-¥22)

(1 55Fll)

¥684
¥684)
¥68

挙 /・o2

普久原朝 日

銘 !廟′7炉万瘤

紬轟轟蠅職4鰤
売す.
うクテンκじカ ト カ||レ    奪崇

1是撓カード
草商番号    実車器
()026 00

″ギヨラ ーカフリン

4`331

(ORク れ́'レイLぬ弓1  5″ l

l礎弓1後学4鶴

0渇費税1$%対 象
消費傘す占等
台

ヽ
諸 I

P IC

(170Pぢ )

平73も

一¥21)
10も lrュ

¥ア 14

¥714)
¥71

¥/3S

令和5年度 領収書添付用紙
整理番号

議員氏名

'霙

目

Y752   50%按 分⇒   Y376 Y3,974  50%按 分⇒   Yl1987

普久原朝ロ

猟⊆庸用炉戸β触

細轟議側摩|れ呼

車両番号    実草替
()0夕6-00

レギ4ラ  カソ
'サ

ン
ユ1,0ヽ ,I

‐子 2.OOO

力  
「

売 Ⅲ

''オ

フ事(G 簿 Ⅲ
｀
 力fイ ン

(臼R'一お
う
フイぽユ弓1  511]

F適ぢt後華lli

0増費弔t'0路井1象

消撃螂詩
'合

訂

｀

P‐ 10

(16卜,III)

¥1,873
-¥65)

164「と
¥Ⅲ ,318
¥1,3,3)

子18ク

Y2,000   50X按 ケ)→      Yl,000

Y785   50%按 分⇒   ¥392 Y3,000  50跳激分→   YIィ600

普久原朝日

*萌T癖万海

納識裁卸職儀コ

車両番号    実草番
('026 00

いイギュラ ガフリン
1/,()t,|

1崇 簡

5}li

消費秘と等
誕義石毒十

(消費税 lё %,Il象

平 3,OOo

(QRク
ラよ
Ⅲ
ンれ巨弓|

趣ぢ1後 単価

売 l

現舎 フリ ー

47048-9()()000-7〔 ,9

現金フリー

|'‐ θ9

(165PF)

¥2,(),2
‐¥86)

(16()I11)

¥2,7夕 7

¥2子 ′27)
¥2/3

50X按分‐

(政務活動費充当額)

5,255 7田按分率領収書 1枚 60     %



替 欠原 朝 口

基
イrr炉 穎″

細ド
r鷲

餌規 1、9

売上
1見金フ :チ ー

47048-900000-'fじ 9

様 離

輩禽愁彗
~   

実車番
0026-00
レギユラーガフリン

12.29L

(aRク
ード川湮弓1 5用

値弓1後単価

(消費税10°/Q対象
消碑 ;ユ等
合 計

普 久原 朝 口

5s廟〃炉戸β簿

納贔葦卸霞と研
売上

捲整等と_翌

ヤン 1表 0

車両番号    実車番
00宮 S-00

レギュラ ーガソリン
lI.96L

,-04

(163F電 )

¥R,379
-¥61)

1 481Ll

半1,318
半1,〔

'18)¥182
半 2ぃ OCO

(ORク
‐ホウ値Si S隠

値引後単価

(消費税10%紺象
,薦 費税等

´

合

‐

計

P… 16

157円

¥1,877
-¥69)

(152F号 )

半1,818
平1,818)

¥182
¥2.000

整理番号

議員氏名令和5年度 領収書添付用紙
日

¥739    50%按 ′′)=う       軍369

納轟轟興乱儀
蘊化       様

霞機塞毒
ド
   実車番

＜

ン )‐

29

牌講

Q

普 久 原 朝 日

鋤
甲7戸
「

″

(OR'=市
ヤ
ン値弓1  5路

I直引後単fll五

(消賞手夕と10°/o対 象

0026‐ 00

1/ギ ュラーガラリン

4,42と

P15
(1571ユJ)

¥('94
…半22)

(152円 )

¥672
半67ク〕
¥67

¥″ 39

普 ′人原 朝 目

_心_阿 炉 戸β細

趙麟 1観み距

魏幾
~ 

実車番
0026 00

レギユラーガソリン

4,29L

|(QRクーホ
と
ンf直弓I  Si嗚

値引後単価

1永 M

P16
(4もも円)

¥666
-¥21)

(150円 )

¥644
¥641)
¥64

¥7◇ 8

- 0円費帯t10°/u対 象

1 消費税等
合 計

売上
]見(金 フリー

47048オ 900000-769

Y708    50%校分:⇒    Y364Y2,000  50%按分→   Yl,OOO

普 久 原 朝 口

5s ttπ癖戸β触

納羅斎鰯瞑儀網
売上

整甚与l_Iイ

ン 様 O

車両番号    実車番
0026-00
与/ギ ュラーガソリン

3.86と

174円

(ORク
ードン値引 5円

l直引後単価 6ヽ9円

合 言士

P-09

¥671
-¥19)

¥652
-¥652

¥652    50%強 分→      V326

普 久 原 朝 日

ぅこ!廟″炉戸β触

納励露鰯ョと悧
売上

整!1与;:と
_ttイ

ン      様G

車両番号    実車番

V琴ピ
lξ:♂

ソリン   P―
,9

(ORケホ
φ
ンイ直弓

値引後単イ置l

・合 言十

(1

1

¥748
…半21)

¥727
¥727

73円 )

6f司

68円

Y727     50,も ,安分→      Y363Y2,000    50%按 分⇒     ¥1,000

(政務活動費充当額)

3,412_ャ 円数分夕事 50   %領収書 6枚



令和5年度 領収書添付用紙
整理番号

議員氏名

I

普久原朝日

項 目 調査研究費

Y3,000    50%按 分⇒     Yl1500

普久原朝日

ss篇打炉戸β知

納戯毒捌駐1ぷ

Q

竪議塞為
ド 実車番

0026-Oll

レギュラーガツリン

4.長 2[

172側

(QR'れり値E1 6用
1直引後単価 167闘
‐
烏 計

p 09

,“

¥708
-¥20)

¥683
¥688

普 久 原 朝 口

|れ⊆廟″炉Fβ″
純縁轟鯛際| 8:32

売上

現金フリー     練 M

47048 900000 759

現金フ 1,一

撃両番揚    実車彗
00夕 6-0()

レギュう―ガフリン
13.131

170円

(OR'― ドツ値弓1 5円
ll遭弓1後単f面 (166喝 )

・合 計
―

, 10
*

¥3)090
‐平90)

¥3,000
¥3″ OOO

50%按分⇒

50     %

(政務活動費充当額)

3,344  円 /領収書 3枚 教分事

普 久 原 朝 日

5(:廟π原戸β朋

納縁粛鰯駐儀硯
売 上

提携カード
革面番号
0026-00

実革番

レギュラーガフリン
17./51_

174円

(QRケ
ーホ
ロ
ンイ直零1 5円

イ箇弓1後単価 (169円 )

合 計

P16
水

¥3,088
-¥8み

)

¥3,00υ

¥3.OOO

O



令琴層5年度 領収書添付用紙
筆重番号

(政務活動費充当額)

23,665 円′候域書 ■ 枚 擦分墓   50 %



支 払 証 明 書
発行日付

ソフ トバンク

顧客依頼

携帯電話番号/機種契約番号等 (2024年 04月 02日 現在)

請求年月  請求額   当鳥請求額   入金額   ( 消費税等  )( 回収代行額  )  領収口

2024年 02月

2024年 01月

2823年 12月

2023年 11月

2023年 10漏

2023年 99月

2023年08月

2023年 07潟

2023年 96月

2023年05月

2023年 04月

5,986

4,5受 3

4,425

7,109

4,931

5f349

41667

4.64S

5,789

5′ 239

4,867

5,986

4′ 513

4,425

7,100

4,931

5,349

4,667

4,643

5.739

6.239

4,667

5,986(

4,513(

4,425  (

7,109  (

4ィ 93再   (

5,349  (

41667  (

4,645  (

5,789  (

5,239  (

4,667  (

544)

410)

402)

646)

448)

486)

424)

422)

526)

476)

424)

0)

0)

0)

0)

0)

つ)

0)

0)

0)

0)

8〉

2024年 02月 29日

2024年優月31日

2023年 12月 31日

2023年 11月 30E毒

2023年 10月 31日

2023年 09月 90臓

2023年 08月 31■

2023年 07月 31隠

2023年 06月 30際

2023年 05月 31医

2023年 04月 38疇

請求者氏名 普久原 朝鳳

請求者住所

提出・交付先

請求事由

請求先番号

合計 57′ 320( 5,203)   ( り)

上記の料金は、収納済であることを証明も`たします。

※クレジツトカー ドでお支払いのお客様とよ、ど契約されてもヽるクレジットカー ド会社へ上言E料金のお支払いがない場合、本

証明書は無効となります。

ワイモバイル カスタマーサポート

印紙税申告納

イヽとにつき芝

税務署承認済

■総合窓屈l(通話料有料 )

○ワイモバイルのスマートフオン・ケ‐タイから 451※

○―般電話などから 0570-039■ 51

受付難間 オペレータ対応 9:00～ 20:00(チ ャット/電話)

※「だれとでも定額どの無料対象となります。

■各種お手続き(通話料無料)

Oワ イモバイルのスマートフォン・ケータイから 116

0-般電話などから 0120-921-156

受付時F口暑 自動音声応答 24時間受付 (年中無休〉



日

整理番号

議員氏名
領収警添付用紙令和5年度

(政務′活動費充当額)

50t568宙較分率 %領収書  轟枚



翻

普久原 朝自 様

発行会社  NTTフ ァイナンス株裁会社

料金センター

お問合せ先 0800-333-OSOO
員付時間 9〔 00～ 17:OO
(上 ,日・祝コ 。年末年始を除 く)

〒810  福14市中央区白金

-0012 1-20-3 紙与菓院ピル||||||||IIII構 ‖III‖ II‖ |||||||‖ I‖ IIIIIII‖
024043201003177610

8515A01040001-000070

電 話 料 金 等 ご 利 用 料 金 証 明 書
電 話 番 号 等

2023年  5月 分

2024年  1月 分

※1 各通信サ=ど ス提供会社lRlで ポイント充当等により、請求金額を構殺した場合、「ご請求金機なし奮と表示されます。
※2 本書は、一括請求回線単位のご利用料金、または、クレジットカー ド払いによるご本ll用料金を記載したものであり、*車金のお支払額を証硼鳳しているものでは

ありません。
※3 各通信サービス提供会社名の酪報がない料金は、NTTフ ァイナンスぎ利用料金となります。

2024年  4月  3日

NTTフ ァイナンス株式会森1  1

〒108-0076 東京都港区港南Ⅲ2-70

1 /1

年 月 分 ご 利 用 金 額 支 払 年 月 日 記   事

2023年  4月分 0,10C日 2023年  4月  7日
ドコモご利用分 一括請求とこよるお支払

クレジットカードによるお支払

9, 034円 2023年  s月 10日
ドコモご利用分 ―括請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年  6月分 8,017祠 2023年  6月  8日
ドコモご利用分 一括請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年  7月分 8,060拇 2023年  7月  7日
ド蜀モご利用分 ―播請求によるお支払

クレジットカードによもお支払

2023年  3月分 3,341円 2028年  8月  8[轟
ドaモご利用分 一播請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年  9月 分 8, 328日 2023年  9月  8日
ド

=毒
モご利用分 一橋請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年 10月 分 8`357円 2023年 10月  7日
ドaモご利用分 一播請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年 奪1月 分 8, 331獨 2023年 義再月 8日
ドコモ

=和
l用 分 一括講求1こ よるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年 12月 介 8,473用 2023年 ¬2月  8日
ドコモご和l用分 一緒請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

8, 980円 2024年  1月 10日
ドコモご■l用分 一播請求ことよるお支払

クレジットカードによるお支払

2024年  2月分 8, 324円 2024年  2月  7日
ドコモぎ利用分 一活請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2024年  3月分 8, 346用 2024年  3月  8日
ドnモご利用分 一描請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

合計 101, 14¬ 開



参考様式①

令和6年4月 18日

那覇市議会議長 様

会派名

議員名

立憲なは

普久原朝日 Φ
出張報告書

政務活動費によ項錘姦)研修、要請・陳情活動、会議のため出張いたしました

ので、下記のとおり報告します。

を含む ( 1名分 )

【所見】
2023年5月 31日 に参議院議員会館の会議室にて、関係省庁レク及び国会議員と

の意見交換を行つた。
2022年7月 、那覇市の認可外保育園にて死亡事故が発生した。認可外保育園の

安全確保は急務の課題であり、.更なる取り組みが必要である。那覇市での議論の
共有を行い、認可外の認可化への取り組み、国が実施している施設の安全確保

期 間 令和5年5月 31日

月 日 日 程 内 容

5月 31日 10時00分～五時00分 認可外保育国の安全性について

ll時15分～12時00分 学童保育 (放課後児童クラブ)について

13'き30分～14B寺45分 教員不足問題の解消について

15時00分～15時50分 オープンデータの取り組みについて

16日寺00分～16日寺50分 杉尾秀哉参議院議員との意見交換

17]寺00分～17時30分 マイナンバー制度について

航空賃 宿泊費 交通費 合 計負担金 その他

34,220円 34,220剰



の事業についての説明を受けた。また、ケータリングの実施やガイドラインに
ついての意見交換を行つた。
学重保育 (放課後児童クラブ)について、沖縄と県外の歴史背景や現状につい

て意見交換を行い、国が用意している事業で郡覇市が行っていない、または十
分基準に達していない事業についての説明を受けた。待機児重対策、先進自治
体の取り組みの例は那覇市でも導入できうるものであり、多くの学びを得た。

教員不足問題の解消については、那覇市、沖縄県の深刻なメンタルヘルス問
題の現状、正規職員定数 (少人数学級)について意見交換を行った。また、ITの

活用、先進自治体の人材確保の取り組みについて学んだ。国のモデル事業で沖縄
県が受託し、那覇市で実施する教職員のメンタルヘルスに関する調査研究事業
の取り組みについても意見交換を行つた。

オープンデータの取り組みについて、先進自治体での取り組み、自治体標準
オープンデータセット、自治体のなどについて話を聞いた。那覇市でのオープン
データの種類はまだ少ないが、県内の標準化がされてきているので、周辺自治体
の状況も参考に、民間とも連携しながら双り組みを進めていきたい。
松尾参議院議員との意見交換では、主にマイナンバー制度と国会で行われて

いる議論について行つた。次日程の関係省庁レクにて関連して、マイナンパー
カード発行の自治体事務の権限や、障がい者や未成年者への対応や条件について
意見交換を行つた。
今回の視察では、それぞれのテーマについて先進自治体の事例や、那覇市で導

入できていない事業について、具体的に学ぶことができた。那覇市でも導入すべ
き内容が多く、すぐにでも議会での提案に繋げたい。



2024ア04/189125

宛名

但 し

望理番号
1

議員氏名  普久原朝日
令和5年度 領収書添付用紙

項目 :調査研究費

領取書 iソ ランドエア

SoFaseeど A力 と

下需、正に領収致しました。

表示日2024/04/18

(消費税100/o対象

¥21,110(税込),

株式会社ツランドエア

登録番号 :T2350001002669

(政務活動費充当額)

21!100

1/2

領収書

普久原朝日様

金額 (税込)
¥21,110
クレジットカード三井住友カード

運賃および税金・料金等

航空券番号

照会番号

航空券発行日 2023/05/25

領呼又書  1枚 放分率 %



20%′ o守二8鋭25 領収書1ツ ジシドエア

WEB■

Sol,seとど灯『静
'‐

ⅢⅢ・11い  1.:',if・ ・… ~

航空券明1細

:薔構乗着名

フ ク Aラ  ア サ ヒ様

:ご旅程

と熙会番・母

合計 ¥2ユ ,ユ10

描乗 (予定)日    僅名 区間 利用運賃
運賃額 (税

込)
運賃適用基準日

2023年5月30日

(火)
ＳＮＡ
図

沖縄→東京 (羽田)
特売り3日

、前
¥2と,110

2023年5月 25日

(ホ)

株式会社ソランドエア

五■,研〃帝SViS01aSC側 皿増P′dyC′SttaP,4/sttbε rbeFpages/FO∝中VおCCと,tlnput,Xhttnl?d■ 1 2′3

鯨 日:2024/04/13

2/2



領 収 書 cusToMER RECttPT

様

¥13 110-

5イ7カ
発

, 税込みくrAX l用 とuttD)

但し、旗写握貿・料金として上aの金領を正に受額いたしました。
Iれ ,8-t Of pasao市 ger air faFe r∝eived thc abovo anDuぃ t

お支払方法 :ク レジットカー ド
PAY讚田「に刊98:GREDET CAttD印紙議申告納

廿につき衛口

税務署承熟育
常考 にJARXS

〔
ヽ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ノ

スカイマーク株式会社
Sky▼ nark AI「‖nes,nc.

領収書添付用紙令和5年度
回議員氏名

整理番号

(政務活動費充当額)

重3,110披分率 %領収替  1枚



2024/05/2412:14 tSKYⅢ【ARK WEB SEttVXC珂

■こⅢ利用便の領収書

5κ /工 r SKYMAttXttR』 NES

領収書
RECEIPT

FZE3C3
2024年5月 24日/24MAY2024

鬼名

RECEⅣED督久原期日 様

FROM

金額

THE SuM
OF

¥13,110ぃ 適用税率

Tax rate
打0%

但し、旅客還資・料金として上購の金額を正に受領いたしました。
The above amount was received with thanks as a traveifare/fee,

お支払い方法  現金・ クレジットカード・その他お支払いを含みます。
PAYMENT MビrttoDinCIttdes payments by cashi credtt cards,and others.

スカイマーク株式会社

Skymark Aittnes hc,

曇備 そ

Ro91"口 d●:iN'
T70打 0801019520

阻呻■お客様情報 /Passenger inforttatton

お名前 年齢 性月じ

FUKUHARA ASA臓 I 23 男

■ご旅程 /kinerary

日付 促名 山爵地 到着地 遇V手数料/その他 IR愛館

2023/06/02 SKY519 羽田 15:35 】F覇  18:20 いま得 13,110円

台骨閣 13,110円

h“PStr/www,res.skym雷 (,cojP/rcservttPint r∝ dPt 171
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保育所における食事の提供ガイドライン

厚 生 ・労

平成 24年

働 省

3月
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研修費



参考様式①

令不震6年4月 18日

那覇市議会議長 様

会派名

議員名

立憲なは

普久原朝 日 鬱
出張報告書

政務活動費により視察 要請・煉1晴活動、会議のため出張いたしました

ので、下記のとお り報告 しま

期 F偶写 令和5年 10秦 28日

月  日 日 程 内 容

10月 28日 14特00分～16時00分
那覇市立夜閣中学校 (学級)をつくろ

う1シンポジタム

市内を む旅費景月紳 ( 1名 分 )

【所見】

香川県三豊市のli彗 下昭史市長、三豊市の夜間学級の開設に携わった基盛教育補償

研究所理事長の城之内庸仁氏をお招きし、開催したシンポジウムで多くの具体的な学
びがあつた。
2020年の国勢調査では、香川県で義務教育を終了していない方が7,147人、三豊市

では712人、沖縄県は18,329人、那覇市は2,933人 である。また、未就学者の数は沖縄

県が全国でワーストである。曲下市長が述べた「社会の責任として学び直せる場が必要
であり、ニーズの問題に対しては1人でもニーズがあれば福祉同様に、行政として夜 F日尋

中学を設置すべき」との言葉が岳掃象的で、那覇市もそのような心構えで取り組之F必要が

あると考える。
また、民間の夜間中学と公立の夜間中学の違いや公立で設置することの意義、県立

ではなく市立で設置することでより手厚く環境整備できることについて参考になった。

夜間中学校、夜 FH写 中学級、分校の3つのそれぞれの違いを踏まえ、那覇市において

どのような形が良いのか検討し、よリスピード感を持つて設置できるよう取り組む必要が

ある。

航空賃 宿泊費 交通費 負担金 その他 合 計

6,240 6,240



令和 5年度 議員名 整理番号 時 ①1

I項 目】 □調査研究費 □広聴費
口人件費

□要請・陳情活費

料作成費

□広報費

□

□研修費

那覇市立夜間中学校 (学級)をつくろう1シンポジウム

にかかる経費 (¥187,213)の 負担分

「

…………………“r――“……………………………………―………………………

《領 収 証 》

那覇市議会議員 普久原 朝日 様

¥6Ⅲ 240"

但し、那覇市立夜間中学校 (学級)をつくろう |シ ンポジウムに

かかる経費の負担分として

2024年  1月 十♭日

那覇市立夜間中学校 (学級)をつくろう |シ ンポジウム

実行委員会 委員長 上里 直司

参力目者 (30名 )

多和田栄子・平良識子 E糸数貴子 。山田マ ドカ g営閥安貝ll'宇根良也・吉嶺努・

屋良栄作・奥間亮・金城直子・花城典史・上塁ただし。上原仙子 B前泊美紀 。中村圭介

翁長俊英・糸数昌弘・野原嘉孝 け大城幼子・幸地わかえ い金城亮太・吉塁明・古堅茂治

我魚古一郎・湧川朝渉 e前田千尋・西中間久枝 9普久原朝 日 a永山盛太郎・瀬名波奎

187.213■30名 =6,24儀 43 1人当たり¥6,240計上

端数¥13は上塁ただし議員負担

別紙資料添付 (原本は上里ただしが使用)

充当額 6,240円



令和5年 11月 14風

をつくろう 1シ ンポジ ム の

|こ つ い て

那覇市立夜間中学 (学級)をつくろう!

シンポジウム実行委員会

那覇市の夜間中学 (学級)

派で実行委員会を立ち上げ、

上の取り組みとして、那覇市議会超党

服県三豊市の曲下昭史市長と二豊市の夜間学級

開設にも携わった基礎教育 究所理事長の城之内庸仁氏を#,迎えして、シ

ンポジウムを開催いたしまし

つきましては、市民の

の実現に向けて取り組んだジ

上げます。

■日時 :2023年 10月 2

盟場所ヽ :八汐荘 屋良ホール

■参力翼者 :44名

B講漬者 I山下昭史 三豊市

■プログラム概要 :

一、主4磐者あいさつ

シンポジウム実行委員長

確保や学び直し、学齢期の生徒の多様な学び

ポジウムの開η雲概要を、以下の通りご報告申し

日

民など)

城之内庸仁 氏

上塁 直司

一、議長あいきつ

那覇市議長 野原 嘉孝



① 旅費

【領 収 証】

那覇市立夜間中学校(学綿R)をつくろう :

シンポジウム実行委員会   様

金額 ¥ 1 0 5 6 2 6

上記の金額正に領収しました

但し、那覇市立夜間中学校(学級)をつくるう !シンポジウムに係る

諸費用(報酬及び旅費)として

令和 5年 //月 ク冴 日

住所

備  考費  目 金  額

講師自宅住所 :

I 鉄楢車賃等 (自 宅⇔岡山空港) 2,040

鉄道車賃等 (那覇空港⇔会場) 540
会場住所 :人汐荘
那覇市松尾1-6-1

2

」AL:岡山空港⇔那覇空港3 航空運賃 55,446

那覇市内ホテル 2泊
(那覇市の規定に準ずる)

4 宿泊 23,600

24,000 1時間当り8,000円 X3時間5 報酬 (講師料 打合せ含む)

105,626合  計

氏名 城之内 庸仁



② 旅費

9
Woわ

F確の金額こだ緩llRt l府 と,示 した

埓豪

領収脅

燿舞・料金として

202B年 9月 22日

雷本航空

:見金・クレジットカート。そのイ由のお支払い分をa′サます

202B年
'1月

078 1at4発 t'

ヒ3本航奪軒ェヽ余苦

歳齢番 冤 モタ0'C'Ci0076で ]6

55,446門

■ご穂乗巌みの区勘 l意殿示芭オ■ていなとヽ鳩台かございます.

合i!全子l白   551446門

Iご利用す療程 )還質・料金明細

舎額55沖崎脅 (税沐み〉

lLIし

旗14芳 アを導令芳斎号

nA空 券 rチ葺金持発行 |〕

舟そ,P,1

儒
=

猫曲,1手 :Ю。メむ

この韓弱口αIユ f鷲,『 〔え(3しました

シ田ノウチノプヒ洋構

2023年 10月 24日 (火 事

OB】 30 17,lJl

10〔3C沖縄 (】μ覇)

2023年 10月 1奪 日 (火 )

18:40'中縄 (羽b覇 )

20i25 岡由     
｀

=   ,1(rt_″
ィ′ヽ

,一   ,ラス」

椒孝i  JttA013

■  藍19セ イ アヽ一

フ‐ 1 クラスJ

纂i lttA01も
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③ 使用料

領    収    証

那覇市立夜間中学校(学級)

印紙税法
第5条第1号

により収入
印紙を1より
ません。をつくろう:シンポジウム実行委員会  様

金額 ¥52,800

但し、  10月 28日  会場使用料
上記金額、確かに領収しました。

0-'2'年 /沙 月ユ彦日

として

沖縄県 那覇市松尾1丁

内訳 一般社団法人 沖縄県

税率

10%
税込金額

消費税額

¥52.800

¥4,800

沖縄県教職員共済会館 I

理事長 平

登録番号:T2360005000049

①⑥ 広報費

なく ブ
,

領 収 証

全 類

内  訳

テ鬼  全

小
'刀

手

手  形

鴻狩加額等( %)
フレフレー

在友、_ す|IⅢ 芝々抒i韻 N`o,

偉 (_質メ軋
♪っっシ

年
/っ
 月む 珂 上記工に領収いたしました

r'′
ザ7 五Fl,´ 1殺毎)

｀
そ 4~r

1え入中甑

消待疵頼等ぐ紗%) τ901-2114浦添市安
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CR1699
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現金領収証書

科

目 なは市民活動支援センタエ実費徴収
金

額

十 億
1

千 百

寺雲頭月痕ず
摘

要
騨刷機・コピユ機使用実費徴収金

納
入
者
鶏靭覇欺解鷲

上記の金額領収 しました。

令和 ダ年 /ど》月 ,2日

収納取扱員卜震霧市雪融言lL凸 ヨゞ壼日撃
推進

咀 今aど



③③① 通信費

領収書
挫

斎評
整影猟(鞠

選
)  ¥3,220 歩夢書推発島

プラれざ
520毘」0

領収書
'く

'う

t様

小 計 ¥3,220 小 計 ¥520

筋蔦
種定形外鶴

後窪
)

N          (
¥2,310 10,`)

¥O
平0)

¥520

小 計 平2,3と 0

筋冨
種定形外

1規攪亀
)

¥と ,000 tH営リ クレうット   竜 と:を!|
小 計 ¥と,000

おつけ
朋

¥6;::!

¥0

― 半l,i10'
Υ10i000

Y〕,4子|

(10χ)

会建れ金額

領収書
輔鯉魁盤魏足ど坐

漆辞盤諺舜駒麹)   4ti9患

小 計 子と20

8盟露暮通報手1枚        ¥84

小 計 ¥84

手争当曳   手
:患ユ

倉強り金額
おつり

¥204/:
¥504

平〕Ot
llllllll剛阻‖‖‖Ⅲ‖船1硼‖M‖ ll則 IH‖‖8MI‖榊Mit酷
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①⑫ 雑費

|み り
`

蝉
〒900-0013

TEと :098,862-61

FAX:098-862-5117

蟄躁番豊;f6-3600-0100-2103

喜
―

:817D

2023-10-27 16:22=23

株式鋼礎潮電三―田瞳り店

〒O叩‐0019

沖縄環那覇市絲 Ⅲ144
TEL:098-862-61、 17

FAX:098-862‐ 5117

蝉 :TS-3600-0100-2103

,麗 母:B17D

耳曼3打Dコ■ 2028-10-27 16:22:23 スうッザ|||IE
留瓢灰:正 日本)PPC用粛轟瞬A4

4517421109941 e440x2 ¥880

聯鶏争立法簡ヤ球f定 修基)そ

!ツンドジう仏f主衛奪強  様

領‖鰤

(悧婿職磯 ¥380

イ量し

上記正|と,買1又tヽたしました。
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ただtⅢぶのご再J用の第1日は下電このとお1プ でございなす。どうてお確み`めの
うえ大切にお持ち,愚りくだきヽ 。ヽなお∫嚢面もあわせてご魂ください。
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付につき】轟覇
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資料作成費



耐用年数

J年 (60ヵ 月)

5年 (60ヵ 月)

令和5年度

備品管理NO 令れ3年 3月 5爾

備品購入年度按分表

貝蔭入贔    aDde pendl 歯入金額

普久原 堂員日

■は政務活動費充当額

1,188円

601900 ■は政務活動費売当額

11

令和5年度

蒜入金額   1211800円備晶管理NO 令和5年 1月 :0露    購入品 めad端末

耐用年数

年 (48ヵ 月)

4

令和5年度  15,225円

備品管理NO 令秀E5年 1月 10自    購入品  わed mattc kev6oard待 入金額   441800円

耐用年数

S年 (60ヵ 月)

令不E5年度  41480円

Bは政務活動費充当額

m
:

年度 月 月敏 按分 購入額 充当観 備考

令和3年度 8月 ～3月 3月 50% 11,880円 792円 11,880X50%X7カ 月■60ヵ 月

令和4年度 4月～3月 12月 500/0 11,380出 1,188円 11880X50%X12カ 月■60ヵ 月

令和5年度 4月 ～3月 12月 50,l 111880円 11188円 11880X50%X12カ月■60ヵ 月

令和6年度 4月 ～3月 12月 50% 11,380尉 歳.188円 11880× 50%X12カ 月■60ヵ 月

令和7年度 4月 ～3え 12月 50。/O 1ヽ,880用 11188円 11880X50%× :2カ 月■60ヵ 月

令和8年度 4月 ～7月 4月 50% 111880円 396円 11880X50%X5カ 月■60ヵ 月

耐用年数 (総数) 60月 5,946円

2

年度 月 月数 披分 購入額 充当額 備考

令雰B4年度 1月 ～3月 3月 50% 121`30C円 31806用 121800× 50%x3ヵ 月■43ヵ 月

令和5年度 4月 ～3月 12月 50% 121,800円 151225円 121800X50%X12カ月■48ヵ 月

令和6年度 4月 ～3月 12月 50γ。 藍21,800円 151225用 再21800× 60%X:2カ月■48ヵ 月

令和7年度 4月 ～3月 12月 500/。 Ⅲ21,800隠 15122S剰 121800× 50%× 受2カ 月■48ヵ 月

令和8年度 4月 ～12月 9月 50% 121,800熙 11,418劇 121800× 50%× 9カ 月■48ヵ 月

耐用年数 (総数) 48月 60,899阿

22,400

3

年度 月 月教 按分 購入額 充当額 備考

令不B4年度 1月 ～3月 3月 50% 44,800円 11:20円 44800× 50%X3カ 月■60)。 月

令和5年度 4月 ～3月 12月 50γ。 441890円 41480円 44800X50%X12カ 月■60ヵ 月

令和6年度 4月 ～3月 12月 50% 44(300潟 4,480潟 44800X50%X12カ 月■60ヵ 月

令和7年度 4月 ～3月 12月 50% 441800門 4,480F翌 44800X50%× 言2カ 月■60ヵ 月

令和8年度 4月 ～3月 12月 50% 441800需 4,430需 44800× 50%X12カ 月■60ヵ 月

令和8年度 4月 ～12月 9月 50% 441800円 31380潟 44800× 50。/OX9カ月■60ジ,月

耐用年数 (総数) 60月 22,400用



資料購入費



整理番号

議員氏名
令和5年度 領収書添付用紙

領 収
講  堵 仲 残、身る場  様 範__二

|■静 鋤Ⅲ ―
盤しか 鋳

解
>療

咆隷 盈盈
内 訳

ID沖縄タイムス販売セン

入 建・ 赫
'1溝

収  入

印  紙

秘郷題

'/,) TEL 080-6480… 8
■クヨ ウケ‐187

(政務活頭を費充当額)

36,900 円校分率 %領収書  1枚



令和5年度 領収書添付用紙
整理番号

議員氏名

項 目 資料購入貴
願収書そのl也のME猟書類 挿付桐

※ 領収書 添付

(政務活動費売当額)

121986 刑領収書  12枚 教分率 %



貌 /:′ 04′ k8,IS,

スタンダードプラン奪力月

自動更新

ど契約腿 :毎日新聞

2023年04月 07日～2023年05

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日 :2023年 04月 07日

普久原 朝日様

ご利用ありがとうございま曳 2023年04月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金額

合計 (10%対

象)

1,078

円

1,078

円

内消費税10%   98円

株式会社 毎日新聞社 /
登録番号 :T2010001029969

〒100‐8051 東京都千代田区―ツ橋 1‐ 牛1

http鶴〃m正耐ぬ ysigndP/accOun怖 /mttageん lilinghltttory/ 1/1



202猪 /04/1810100

スタンダードプラン1カ 月

自動更新

ご契約履置 1毎 日新聞

2023年05月 07日 ～2023年06

月06日

お支払い明細 ご利月料金発生日r2023年 05月 07日

普久原 朝日様

ご不11用 ありがとうございます。2023年 05月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金額

合叶 (10。/o対

象〉

1,073

、 円

1,078

円

内消費税10°/o   98門

株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2040001029969

〒100‐8051 東京都千代囲区一ツ橋牛牛奪

とHPЫ//m耐正cMjP/3と gdu,ア accoun構/mypagげЫl離 ngttstcり ′ 1/t



2024/04/ユ810,01

スタンダードプラン1カ 月

自動更新

ご興約履麗I毎日新門

2023年06月 07日 -2023年07

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 06月 07日

普久原朝日様

ご利用ありがとうございます。2023年06月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金額

合計 (10%対

象)

内消費税10%

4〕 078

円

1,078

開

98円

株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2010001029969

〒100‐8051 東京都千代園区―ツ橋牛牛1

httpミt越這chiじ P/sign■pFaccounts/myPascん 11lingnStory′ 1/1



2024/04ア 1310,01

スタンダードプラン1カ 月

自動更新  .

ご興約瓶屋!毎日新麗

2023年07月 07日～2623年08

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 07月 07風

普久原朝日様

ご利用ありがとうございます。2023年07月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金額

合計 (40%対

象)

1,078

円

1,078

円

内消費税10%   98円

株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2010001029969

〒100…3051 東京都千代田区一ツ橋牛牛奪

httW/m五dc亜とPプ試8Eup′確∞mtB/mypagジ ull範価sto,メ 1/1



2024ザC4,1810:01

スタンダードプラン 1カ 月

自動更新

ビ興約服置 I毎日新闇

2023年o8月 07日
―
～2023年09

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 08月 07日

曽久原朝日様

ご利用ありがとうございま魂 2028年 08月 07日 のお支払い明細1ま以下のとおりです。

偉し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金観

合計 (100/。対
'

象〉

1,078

円

1,078

円

内消費税10%   98円

株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2010001029969

〒100‐8051 東京都千代田区―ツ橋 1‐牛奪

h,pSジ /取由iO瑚脚 gnuPraccOulitsrttypage′blilinB競stOV′ 1/1



2024/04/1810:〈 B

スタンダードプラン1カ 月

自動更新

ご興約服服 1毎 日観門

2023年09月 07日 ～2023年 10

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 09月 07日

｀
普久原 朝日様

ご利用ありがとうございます。2023年 09月 07日 のお支払い明組は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード荼lJ用 。

プラン名 期間 金観

合叶 (10%対

象)

1,078

円

1,078

周

内消費税10%   98円

株式会社 毎日新聞社

登録饗,号 :T2010001029969

〒100"8051 東京都千代日区―ツ橋牛1‐ 1

五tψ説〃繊 商 遺 Ij,アdgn■pracc。■■盗/mフPageんlmagttstory/ 1/1



閉 OHV18 10103

スタンダードプラン4カ 月

自動更新

2023年 10月 07日 ～2023年 14

月06日

ご契約服麗 I毎日新門

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 10月 07日

普久原朝日様

ご利用ありがとうごぎいます。2023年 10月 07日 のお支払い明組は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金額

合幹 (40。/c対

象)

ti078

円

1,078

用

内消費税奪0%   98用

株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2010001029969
イ〒100…8051 東京都十代田区エツ橋牛1‐ 1

httPttdchidP/siB4■ P/aC∞RIats/mypage/bと liagbistory′ 1/1



202′1704/1810:04

スタンダードプラン1カ 月

自動更新

ご興約瓶風 :毎 日新聞

2023年 11月 07日 ～2023年 12

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 11月 07日

普久原朝日様

ご利用ありがとうございます。2023年 11月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジッ丼カエド利用。

プラン名 期耐電 金額

1,078

円

4,078

円

合計 (10°/。対

象)

内消費税100/。 98用

株式会社 毎日新欝社

登録番号 :イ2む looo1029969

〒100‐8051 東京都千代田区―ツ橋牛1い 1

五中 齢〃mttncMjPFsi8BttP/aCCOunts/服 ypag如 114shStOry′ 1プ 1



2024/04Υ 虫310:04

スタンダードプラン電力月

自動更新

ご契約旗風i毎日親蘭

2023年12月 07日～2024年04

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2023年 12月 07日

普久原朝日様

ご利用ありがとうございまず。2023年 12月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期RE 金額

合計 (10%対

象)

1,078

用

1,078

円

内消費執100/。    98円

1-   
株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2010001029969

〒400‐8051 東京都千代田区―ツ橋牛牛1

httpЫ〃mdaic厳むP′観gndP/accolinumy,a=ヴ Ыlll■8雌碇OV/ 1/1



20ИO守 1810:OS

スタンダードプラン1カ月

自動更新

ご鮒 腰麗 1毎日綴関

2024年01月 07日 ～2024年02

月06日

お支払い明細 ご利用料金発生日:2024年 01月 07日

普久原 朝日様

ご利用ありがとうございます。2024年01月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカード利用。

プラン名 期間 金額

合計 (10°/。対

象〉

1,078

円

1,078

円

内消費税10°/。    98用

株式会社 毎日新聞社

登a敢番号 :T2010001029969

〒400‐8051 東京都千代田区―ツ橋牛4‐ 1

httS″m玉面chJp′ si8■upFaccomtsア ねypagelbillingXstory′ lF盛



202/1′ 04/1810:05

スタンダードプラン4カ月

自動更新

ご契約服歴 t毎日新聞

2024年02月 07日～2024年03

月06日

お支払い明組 ご利用料金発生日 :2024年 02月 07日

普久原 朝日様

ご利用ありがとうございま曳 2024年0盈月07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

但し、すべてクレジットカィード利用。

プラン名 期間 金額

合計 (10%対

象)

1,078

円

11078

円

内消費税100/。    98円

株式会社 毎日新聞社

登a敬番号 :T2010001029969

〒100‐8051 東京都千代田区―ツ橋牛牛1

五,pЫ〃maldねHjP′ЫBauP′aCCoul偽/籠ypagvЫ llingttstov/ ユ/1



2024′ 04′1810:06

スタンダードプラン1カ 月

自動更新

し"翼約撤麗i毎厨新閣

2024年03月 07日～2024年04

月06日

お支払い現1観 ご利用料金発生日:2024年 03月 07日

普久原朝日様

ご利用ありがとうございま魂 2024年63月 07日 のお支払い明細は以下のとおりです。

偉し、すべてクレジットカード琴lJttc

プラン名 期間 金額

合計 (40%対

象)

内〕璃費税10%

1,073

円

1,078

円

98用

株式会社 毎日新聞社

登録番号 :T2040001029969

〒400‐8054 東京都千代田区―ツ橋牛牛1

htp鍼面 dchi伊螢ga,pFaccoud強 ′mypn8ぬm範騨stOv′ ユ′1



令琴母5年度 領収書添付用紙
整理番号1        ~~
議員氏名  普久原朝口

__F目  I資料購入費
添付欄

※ 領収書 添付 アサヒシンブンデジタル

/
領収書  樹 枚

(政務活動費売当額 )

10,780 円 メ独分率 %



朝 口 幸汗聞
DIGITAL

お支払い明組 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

決済日 2023年 4月 1日

内容 ベーシックコース 購読料金

利用期間 2023年 4月 1日 んヽら 2023年4月 30日

金額 (内 10%消費税〕 980円 (89円 )

〒104‐8011 東京都中央区築地5‐3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 口 築斤聞
DIGITAL

お支払い明細 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

決済口

内容

奉u用期間

金額 (内 10%消資税)

2023年 5月 1日

ベーシック曇―ス 購読料金

2023年 5月 1日 んヽら 2023年 5月 3二 日

980円 (39円 )

〒1048011 東京都中央区築地5…3,2

Ⅲ      株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 口 新 聞
DIGITAL

お支払い明細 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

金額 (内 10%消貴税)

決済日

利用期間

内容 ベーシックコース 購読料金

2023年6月 1日 ぬヽら 2023年 6月 30日

2023年6月 1日

980円 (89円 )

〒1048011 東京都中央区築地5‐3‐2

株式会社 朝日新聞社

登0飛番号 :T6120001059605



朝 口 秦斤聞
DICITAL

お支払い明組 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

金額 (肉 10%消費税)

決済日

内容

利用期間

ベーシックコース 購読料金

2023年 7月 1日 ん`ら 2023年 7月 31日

2023年 7月 1日

980開 (39円 )

〒髯04‐8011 東京都中央区築地5山3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 口新 F富¬
DIGITAL

お支払い明細 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

決済E 2023年 8月 1日

内容 ベーシックコース 購読料金

利用期間 2023年 8月 1日 ん`ら 2023年8月 31日

金額 (内 10%消費税) 980円 (89円 )

〒10牛8011 東京都中央区築地5‐3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 日 幸汗聞
DIGITAL

お支払い明組 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

金額 (内 10%消資税)

決済日

内容

利用期間

ベーシックヨース 繭読料金

2023年 9月 1日 ん`ら 2023年9月 30日

2023年 9月 1日

980円 (89円 )

〒1048011 東京都中央区築地5‐3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 日 幸汗聞
DIGITAL

お支払い明組 2024年 4月 18日

普久原 朝日様

金額 (内 10%消資税)

決済日

内容

利用期間

べiシ ックコース 購読料金

2023年 10用 1日 から 2023年 10月 31日

2023年 10月 1日

980円 (89円 )

〒1048011 東京都中央区築地5…3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



議 口新 聞
DIGITAL

お支|ムい明細 2024年4月 18日

普久原 朝日糠

決済日 2023年 11月 1日

内容 ベーシックヨース 購読料金

利用期間 2023年と11月 1日 んヽら 2023年 11月 30日

金額 (内 10%消負税) 980関 (89円 )

〒1048011 東京都中央区築地5‐3-2

株式会社 報自新関社

登録番号 :T6120001059605



朝 口 葬斤聞
DIGITAL

お支払い明細 2024年4月 18日

曽久原 朝日練

金額 (内 10%消費税)

決済隠

利用期間

内容 ベーシックコース 請読料金

2023年 12月 1日 んヽら2023寄二12月 31日

2023年 12月 1日

980円 (89円 )

〒104‐8011 東京都中央区築地5‐3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 口 幸斤聞
DIGITAL

お支払い明組 2024年4月 18日

普久原 朝日様

金額 (内 10%消費税)

決済日

利用期間

内容 ベーシックコース 購読料金

2024年 1月 I日 んヽら 2024年 二月31日

2024年二月1日

980円 (89円 )

〒1048011 東京都中央区築地5‐3‐2

株式会社 朝日新聞社

登録番号 :T6120001059605



朝 口 新 聞
DICITAL

お支払い明細 2024年4月 18日

普久原 朝日様

決済日

内容

利用期間

金額 (内 10%消費税〕

2024年 2月 二日

ベーシックコース 騰読料金

2024年 2月 1日 ん`ら 2024年 2月 29日

980円 (89円 )

〒1048011 東京都中央区築地5…3‐2

株式会社 朝日新闘社

登鋼闇霞干チ:T6120001059605



事務所費



参考様式⑥

令和 5年度 事務所概要記録簿

議員名  普久煉 期隅

1 所在地等 住  蕨  那覇市宇安塁381 座波ビル 1階 1-p

設越年月  令琴H3年 7月   延床 lttl‐ 積   43ポ

2 所有区分

医賃借事務所 所有若住所

仲介業者  株式会社 日宅

契約期間  令和 3年 7月  ～ 自動更新

□その他 (                 )

3 他用務との兼ゲ穏の為
・
無                         .

盟 無  ・  固有 (□後援会事務所 巴政党事務所 □その他[      3)

4 按分率    □1/2   □1/3   □その他

5 主アょ`経費の支出 (敷金・権金・火災保険料 ,保証ノ金は不可)

・賃借料 65, 000「1/月 ・美益費 2, 000円 /月 t水光熱費 1, 000用 /月

6 その他特記事項

,備品 (

7 事務所の外観

) ・ジース (

事務所の lノ
、l観

ー

どⅢVイirを  `

1



e=(2)事 業漏賃賞惜興約書(唐錦)

事業用賃貸借契約書 (事務所)

貸主       (以 下「甲Jと いう。)と 借主 普 久 原  朝 日 (以 下 r乙とという。は、この契

約暮により願審任表示する不動産に関する賛貸紺契約を締結したn

服書(1)目的物件の表示

玄間Mスペース4j 051ド

順書(2)事業肉害 (具体的に寵脱すること,

事務所 (那綱i‖議会艦拭 普久原 ll常メl‖ 事務所)

頭書(3)契約期間

令和 3 年  7  月  19  ‖ から 令れ1 5  年  7  月 18  知まで ( 2年 ll日 )

目冷t4勿件の引波し時,切 令イn 3 年   7   月  19   営

顕書(4)賃料等

貢とt

物

窮  称 座波ビル 1階  導一D 号室

所 T=地
(住居表示)〒 902二 〇〇67 沖縄県那覇帝字安里381
(整絶館)測t縄熟那覇市字安星38J雑 7

4牌  避

本造・抜骨造 ど期隆墓4空Lと題止理狭竹鉄筋コンクジート造・4の仙 Fプ ロック)/瓦鮮・スレ

ー ト群・正鈴メッキFml灰 rl:・ セメント瓦葺 `陸屋41。 その他(   )/( 3 ),皆 走t/全 (妻

6 )戸

T賦  頼 府↑l‖・共同住宅 岸ア『祭学F角 田召不11  52  rF  6  )可

面  r貨 43∬

lll'癌 施 設

賛 料
月細 65.

(内 消費税等

000囲
田)

今∫理・

共益費

月額 2,00o
(内 i詢狩f党筆

lη

F手 )

家 財

保険本|

要加I入 PI

敷 金 0円 字とミ、 or¬

その他の条r′l:

伐与する提
鍵 NO,

ホ 敬

正面シャンタ~ ガラス戸

k本 1本

貨料等の支払時期 毎月 末 偶まで翌)¬ 分を支手ムうこと

賛料等の

支払方法

口振  込

Eヨをナ  患a 持 渉 先

週名座引藩 委lt会社名 1米 式余4七 日宅

'15.03



題書(5)構主緊急連絡先

(氏 ノィl)

擁資よ運I券先
(白  宅)1｀ EL
(勤務先)T lt Iャ

頑審 (6)貸主及び管理業者

4守 }】 lttil当 者

※貸主士剣1物♂)所右者が共なる
'ウ

合は、次の相も祀職すること
"

所 布 者

題存(7)

頭害(3)更新1こ闘する事項

貸

(1ん  イ‖)T IE I´

氏名

住所

管 理 業 考 株式会子11 瞬4七

″子 Υは '也 ,中組Йヽチlκ覇封デ宇大逆主173

資貸十1:`セ 管理業者4,及 制度挙鎌番号 FI土交涵大|:i( 2 )第  3062 を

(一社)企IJ貸士ヤ〉ド助た4守理共協会会,1番号
】t(一れ〉全細賛貨不聾l,蔽管理基協会の会長・Cユ lる オB今奪これ級

(11貸不動産牛壮ギi管牙B士 :雛 ak番 ,}           )
*11,11く動産犠営管,事 との静嫌を壁1,ご irヽ る

'1今
に片a彼

｀
M連帯保誰人 氏ノィl

ll:,,F

釉 歯羽阿峯議監金上豊螢

|'1攪とrブ )ブ′l′〔

(11く うⅢ∴と'こ
1将 t'II‐ザ・み

く,1ア )とと
'・

Iィ ック 1´ 、

そのイ,1打 に,′t,11で

'〉

耳r

"1を
記報・り・る)

とじ家賛償務保祀

会仕との提供する

イ呆訂正
主たる翻1務所の所在地

|ピ
主・織上の一方から何幹中し出がないときは、この狸約は同一条trで夏新→

‐
るじ

頭書(9)特約事項

え、llll紫 Hと,,韓

①件主は、九イ畑,世来に必要な静認可を取得することを要する4そ の砕i選可の取得の
'T否

|こつき貸主

及び仲介会社は一切,そ任 |ま無いものとする。

②本契約締結後に!と要な許認可の取得が出来なかった埒今でも本契約の白紙!″t回は触1来 ないものと

する襟本契約縛41∫後の解約については、通常の解約処理を行うものとする。

③ 本策室は現1大貸しとしイ皆主は白らの費用負担で、たとヽ物の1持造を変研_rし ない範囲内で店衛‖解体工事

及び店角,内装工事 (電気 ,水道 。ガス・排水 `配貯・西む崩t・ 排気設切帯・天丼・壁・床 ,玄聞 ド

ア・シャッター卸(″,すべての互事を含む)並びイこ設窃打殺世 L4rをすることを要するしなお、上記

内獲I事争を行うときは予め貸主の承譜を得ることを嬰する。

事,!鶏〕;=笛 子 '16.0:1



④ エアコン室外機や排負tダクト等は、建物に振動等の影響をうえないよう殻熾することを要する。
⑤ イ持主は人IIドア・シャッター7)4趙交換及び敵陣時の修4洋や取り朴えの資用をJt祉することを要す

る。

③ 貸主は、榊主かする者板殻趣を∴午可するもあとする。ただし、設慨場所及び方法な貸主 。
4キ と協

I焼イこatる も,)と 可
‐
る。

(7)イ昨主は、入居よりlF綸 中、迪ら費用負担で火災保険 (件家人1静償責任保険r寸
.き )に加入するものとす

る。

2、 ,ri帥営業について

OB驀業後、とヽ拌■,工件主の営業方命卜を単蓬し、符主は」4,■ζ4勿が共同住宅であること及び近跡住民に配
慮と́営業することを要する。

②件とは店鮒ぬ外の騒音の管
"lと

をす̀分に行うものとする。

③府帥からぬるゴミにつき借弐とはデミ事業者と委,と契約を紺イ告し回ll又 させることを襲するゅ余t爆、
ゴミ世き粉は常に鴻潔に保つことを要する。

④営業するにあたり、そ▼政i請守長・テi:の沖「ヽ・用雄4。 指導 i捌査が,必 要な場合は、イ,十主の負111を Jrtた に
おいてこォ

′とを行うものとするこikた (消防法の規定による消防設抑等の設ドi及び紳4守 管理 。点
検・中に4い も紳主の負甘■と資任におVヽ て行うt〉 のとする。

〔〕、狭約期llll中 の修紳 t原状の変更1こ ついて

①僻主は、姓物の榊造を変更しない範μI内で予め貸:tiのポi件 を傘}て 内装:丘可ド等をすることができ
るω

②4キ主は、内装工事等の″で用及びI旋‖tの修鮮・撤去l′li畑 を負1■するものとする。
③建物の外紫霊〉Nf派 Iり の修繕は1髯 上の負1■ とするぃ

④商店奪イアーケー ド毅切1につき、テントの修孝爛1ぴにI取 リオⅢえ費川tよ、その修繕納所に応じて囲係
者の協議に(kり 負担省は今とする。位し、紳主の痒fttη前にかかるアーケード鉄`糾'・ 躯体 おトイの修
紳並びに取り朴えは科1主の費用虫‖IIと する。

4、  illザ〔|こ
′ぅい~(子

③本貸室rノ )班波しの際借主は自己の子を用チ1雄でlブ ]ヽ翻

`造
イ41の撤芸ユ処分、設備機械の撤表・雛分、看

板の撤夫・処分勢、建物,,躯体 (梁・桂・外牲・プヽと!控 ,天丼等)をかし、原状f呵復することを理
する.住 し、貸主が免除した力|〔状脚彼 1炉項につきその

“

lミ リで1まない切

②借主が に経原状回復をしない場合、|ヤ 土は4争上のどを用をもつて籍三者にそれをさせることができ
るものとするじ

③ 退去する場今、借主1枚貸主に対して造作貿取,lt求 をし移転料、立ち遺き料その他何いの名謝をr'

わず―セサど静求できないものとする。

陣璃
",紫

鸞|,予狭舶斜(評 :餌i)出ノ叫
j1601,



本搾約の締結を泄するため、本契約普を2赴作成し、1苗
i主、件主、連‖保I正人が祀名判I印の上、貸主、4半主が 1遜を保

布するけ

,建 州 |

年 悧

∩
Ч
Ｉ

4'111′
氏名

俗:手 )'

Iド ・ 貸 上

l③ T■ L
|す 0氏糸誓久降.

住所

住所

氏名

る 。 韓 主

蓮‖ f暴 誕 人

宅

地

建

切

取

瑣

業

を

A

liた る1「務所

,),fti地 ,'1｀ RL

前を・Xl求名称

代表イの氏ネ

沖縄県洲1期fi打学大赳 173

o98-S86-3135

株式会,争 と 碑宅

:
i

と

iす

1を
金城 真坪

沖縄県鯉 i(3)第 2179号rノと∴T'正 !件 号 :

主たる事務所

所在地・T I1 1´

時号又は:Ъ 称

代表汁イア〕氏名

免 神 ドⅢ掛 辱′

免洋年 月 H ミ十二成 30年 4月 1口 男11年 :手 )尋 11:

氏 名

41k番 ケチ
宅

地

赴

物

取

引

士

業務に従韓rする

事 務 所 名

1朱式会社 側宅

事務所顔華は地 1沖縄九k洲I覇市牢大越173

TEと   | 098-386-3185

業務に従弓
'す

る

事 務 所 ′′rl

1'務所所在地

T■ 1´

※団は実印

※こ(′,契約審tよ、宅地建物Hk引 共芋去第37朱に定められている書面を占Rれています。

t i6.03



契 約 条 項

(契約の締結)

第 1条 償主(以 下「甲」というυ)及び件主(以下「乙」という。)は 、期群 (1)|こ 籠11す る臓注B物件 (以 下
'本

1カ

件Jと いうけ)について、班1ド (2)の Iキ業にl'(十 ることを目的とする4々 貸1件契約 (以下「本契約Jと いう4)おf以下

のとおり締糾子と́た。

(契約期間)

第2条 契約〕切#ほ及び木4勿件の引泄し時期門:、 こな1平ド(3)記 1碇 rッ夢とぉりとする。

2 町1及び乙1よ 、頭i幹 (3)の祀載に従い、1れ説の上、本契約を■F新することができる。

(賀♯4)

第3条 るは、切1ヽ 1挙 (4)の i趙載に従い、1111'な I11に 支払わオ1ザ れfJな らないa

2 1烈及び
=〔

!す 、次の各号の一に該当する
'場

合には筋議♂)_1と 、貨オ|を改定することができる。

一 土地叉は4(1勿に対するれと税その他の上釘1イメ)と lЧ減により、賛オど伊が不相当となった場合

二 土地又は
'ど

t4勿の価1各 の上テト又は低下そ▼)1との経済lr船のぬ勘により、賃料が不を出ILと なった
'|ケ

合

三 近併JHttf′ ,建物r′,4t料 の変印Jが生じ、賛卑Iが不綿 1`′

lと

'tっ

た場合

3 とヶ,1に油たない)切 制♂)貿寝1ま ミ 1ケ
'1を

3(〕 ||と してH制り,I算 した額と司^る

(典益費)

第4祭 乙上士、本4カ件が存する文は4カ・ ll,lxl也 ′〉猟川イト分の紺特紺到!に必要な光燃費、上下水通使用4'、 清掃ザヤ等(以下
rttt14管理望ヤJと いう。)|こ充てるため、共朴イヤなどI禅 (4)の 記親に従いll爵 に支十と、うt)の とする。

2 1,及 び乙は、器に始管理

'と

の増減により〕tイ

“

費が不オII当 オ:なったとき士∴、協艦のドに、共益賞を改定することがで

きる。

3 1ヶ プlに 14たない期間の共益世は、 ,ヶ ガをと01,と して樹密けり,卜練した額とする
"

(負担の帰屈,

第 5条  'lIは、木1カ件に係る公T佐公課をム,Iけ るものとする。

2 乙は、Tと気 tガス・水道 ,その他専用泄榊に係る彼州1イど十往を負1'とするものとする。

3 乙1よ、期辞(2)紀報の営業目的に従むヽpF川することにlkり 、法今上設研‖新設、改禅筆が必要となる
'身

合に,よ、

これに要するとセ月1を Fll,1す るものとするょ

竜                  邸綱解←導御糎瑚辮曜増聰p琳襲絡か与午い篠争鶉削解璃科騨

平触司攀 璃報翻贈

― ―

3-引Ⅲ憫掟騨妙期 猟始引帥熊xttH砦サ韓子甚申〔‐凸静口牛静輯聖齊殺騨妙件輩争り学葛争モ撃理甦離癬窮態甚増印明ポ躙じそ望州8現君与斃 織井

=ギ
撃                       工

"二
I射器,弟洋準嘲掌手事採■耳娼硝静金■岸嘲叫                        七韓ぷ4

篤 蜘

小_蜘 朗             醐 導解静名

「

毅黎牌叫1翻膿魯い4H沖に控紬醸翠貿毎とるヱ静嘱¨
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…申 1郎櫛靭建任←猟争軸期卿戦襲モ井寺h斡障引嘲や幹1静捕瘍

学ヨ8素丼ら義却ド考―…………

(反社会的勢力ではないことの確約)

第 7条 41及びるは、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める1丁項を碓約する。

― 自らが、熟力lヽll員 による不当なイテ為の防止等に開する法律 (軒
と成 3年法律第 77号)舛 2朱第二号に規定する終

力日、果ノJ国閉係企業、総会瓜若しくはこれ′らに却ずる者又Ⅲkその1‖成よ主(双下総称して「反社会的勢ノ鶉 とい

う。)ではイドVヽ こと

二 甲Xlよ るが法人の場合、白らの役士ミ(業務を執行する社 [ミ 、
'1文

締役、†デt行役又はこれらに攣ずる者をいう。)が

反社会的勢力ではないこと

二 反社会約勢力に自己の名義を利)11さ せ、このご契約を締繊するものではないこと

と1 白も又1ま

"二
音を利用Jして、次の行為をしないこと

ア オII手方に対する狩迫的な盲動又tIX暴力を用いる行為

イ 協言卜又は成力をデ翻いて相手力の業務を妨審し、Xは箱用を毀報する行為

(携止又は制限される行為〉

第 a条 乙は、甲の lt,面 による承館を得ることなく、本奪力件の企潔I又 は一当11こ つき、貿絆構を熊波し、又は担保の

舟1に 供してはならない。

2 乙は、叫1の 碧
‐
面による承構を得ることなく、本物件の増集、破築、移転、改造着しくは棋報裕又は本1カ件の敷

'也

内における工作物の殺熾を行つてはならない金

3 乙は、町1の審雨による承賠をイ91る ことなく、頭書 (2)の 1「業内容を変更して,まならない。

4 1111a項 の1場合で軒】の承i勝をそ4る とき,求 、るは、賛期,の ヶ月分に相当する承講料を支払うものとする。

S るは、本物件の全部又は一言l'に つき、転貸に供してはイドらない1,     `
6 乙イよ敷金又は保紙金の道遼情求納を無三者に績渡し、又はこ才しをIR保の用に供 してはならない。

フ =と は、本物件の使用に当たり、次の各をに掲げる行為を行ってはならないり

― 銃砲、弗剣類又は燥夢と性、発火性を有する危険な物品筆を製造叉は保管すること

二 大型の企
"Iえ

、書庫その他の質量の大きな1勿 品筆を搬入し又は4‖ えイ寸・けること

こ 駈常等の迷惑行為を行うこと

挫i 猜 1票の規定にかかわらず、本碍勿件の全吉卜又信 一部につき、反社会的男ヽ力に貨紺柿1を席喪波じ、又は1嵐保の用

とこ供すること

, 本1カ件を反社会的勢力の事務所その他の活断
',の

拠点に供すること

六 本4勿件又|よ本物件rプ)周 辺において、茅しくオ且野君しくは乱暴な言動をそ予い、又は威勢をテ,そすことにより、付

近の住民又は過行人に不安を比えさせること

七 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継繊して反社会的勢力を出入りさせること

8 乙は、本彎勿狙:又は建物の共用部分の使用に当たり、甲の審面による承講を谷ることなく、次の各号に掲げる行

為を行つてはならない。

一 階段 ,lttli下 オ
4'こ用と‖分アヽの物品の設置

二 措段・廊下學共用部分ヽの新板・ポスター筆の広告4勿の槌示

(乙の管理機務)

第O祭 乙は、本物概=を善良な/p管コ聾者の性意をもつて使用する義務を11う 。

2 乙は、1時に本1カ 件の火災発生防止に留意するものと→
~る

。

9 るは、′盛常理規約使舜1和u則 等を遵守するとともに、甲が本吻件の管理上必要な葛「項をとに迅r大至した場合その事項

を遵守しな,す ればならない。

4 契約締結と同時に甲は、るに対し入居に必要な本物4と の鍵を貸与する。るは、これらの盤を善良なる管'理者の

注意をもつて保4甘 かつ使用しなければならない。万―紛失叉l・よ破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡のうえ、

審 '15,03



サ

暴

T:が新たに設触した範の交付を受ける()♂ )と する。ただし、新たな舶の般tlttrt川
門:る のすt'11と する。

S る!士 、機■)述加激ド、′
xЧ換、ネЧ製なtif`′ )ホ講冷くイすってはならない。

(原状の変更)

第10条 乙が、本物作を囃ユ♯(2)の $業 l)ヽl本 に鶴い使用する上で必要イぷ掟4熊朴え、付肌施没と
'う

殻盤 )々を するづ好合に〕:、

あ|,か じy〉 !押 の承講を得た上でlilの 1脩ホに従い施正するものとし、そのTや用は乙が負,駐するものとする.

2 曲項の「■暉|に より法今による股研|の新脱改善の必要が4iじた4ひ谷、そて,)費用は乙が負担するものとする.

(契約期闘中の停編)

第11祭 軒よ,与k、 第3嘆の場合を除き、乙が本1々 件を控,11す るため|こ 必要傘修群を4子わlAければなら′た`い。ただし、
乙の故意又1■赴失により必要となった修:洋 に嬰する賞翼Iは、るが負奪ど上しなければからない。

2 消″項のガと定に比〔′うきηIが 4〕結を行うJ号今は、ll打 は、ぁらかじめそて′)旨 をるに週知しなとサ,bFがならないっこのJ)
今tと おいて、乙は、正当な剛!ド IがあるJⅢ }合を除き、と監骸修(静の実施を拒否することができないぅ

3 乙1求 、次の各;に槌げる修芹洋々 行わなfすォ翼,ぼならイ,いけ
― 鼈刈t、 蛍光角

・
、とューズの取掛え

二 その他費用が軽微な修無

4 本4勿 tⅢ 内に彼11醐凝がr竹 じたとき、乙は、叩に速やかに濡け出て郎駕怒を↑卜るもrプ )と し、その屈れHが避れて41に
,111ド カミ4生 じたたきはるは、 こ才しを封諄償・サ・る(ナ

(契約の解除)

第12祭  ij子 は、るが次の各号に腋当したJl)合において、4子 が相当の,Vl‖りを定めて当放飛務のll(l行 を催告したにもか
かわらず、その

'切

捌ilttlに 当該義務が艇行されないときは本契約を解除することができる6

- 乙が14寧 ,又 門:〕 益々費の文|ア、いを2ヶ ジ1以 _ri愈ったとき
二 乙のlfl文 液又触過失により必要とメぇ`今た体牽粋に要するVを用の虫担をなったとき

2 1「 1ま 、るが第一号から第 ll電 号に4Lげ るr注務に速反 したJ与 合において、肖該義務逮反により本狭約を4持8;十 るこ
とがlネl婢であると認められるに査った ,1き は,本契約を解除することができる。乙に勢五弓・から第九号に鵜げる
111行 が41じた,り合も1刺 1娘 をサ・る。
一 本物件をガI許 (2)祀謝1の事業以外′lサ |1任 供したとき
i 妨 8条 (第 7■衛互号から第七与)を捺く)か ら第10条 までの規定に連反したとき
二 人沖1時に、どコ又は連ギ♯保証人章こついてTttr,!た 事突,こ 監大な虚偽があったことが糾り1したとき
い
' 

その他/1が本契約の各粂項に逮反 とたたき

五 娘行I枚 け,の中″磯i

六 破産予れたきの,η始

t ,tttrprtti「 繊きの』|夕命

'( 
会社文rtti統 きの掛1始

九 4争別料算手続きのllll始

3 甲Xは るイア)・方について、次のいずれかに滋ψ
lした

'I合
には、そゅ相手方は、何らの報告も要・せずして、本契約

を解除することができる。
一 第 7条の怖約に反するJド 央が判明し,た とき

二 契約締結後に白ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
4 鳴Iは 、乙が鉾 8条窮 7項第五矛から第 し吹王鵜げる行為を行った事,今は、何らの総flも 要せずして、本契約を解 |'|することができる。

(Zか らの

'澪

約)

第13祭 乙は、IIIに対して2ヶ サJ洸すこ資7約♂,中 人湾1′ をイ予,こ とにより、本契約を終了することができる。
2 前項の脱定にかかわらず、るは角F約 学入れ(′,日 から2ヶ 月分の賛料 (本契約の解約後イ′〕智料イR当級を含lrn)を
響に支払うことに=kり 、解約申入れの停か4,起 算してpヶ 月を経過する日までの測、随冊↓に本契約を終了けるこ

与ヽ

少
　
　
　
敬

門

T

五

'〕 5.(〕 II



とができるぃ

(明旗し及び明渡じ時の停構〉

第14条 乙は、り1波 し悟をと0憫 油までにIPに逝知f′)“と、本契約が終了する厠までに本4カ件なけ
'tJ雄

さなけれ1ポなら

ないぃ

2 と,よ、第12条の規定に基づき本哭約が解除された場合にあつて1注、にちに本電力件を明け継さイAけォしばならない。

3 乙ti鷺 ,班波じの際、貸与を受t,.た本物件の猟(複製した鑢があ強'し
t∫ 確製全削Iを含む。)を甲に返還しなけ″しばな

らない。                        .
4 本契約終了時に本奪勿件内に残世されたとの所有4'刀 があり、本物件を報持管,41す るために緊急やむを4み ない事l蒋

があるときは、るがその時点でこれを放案したものとみ′
R｀ し、1「 はこれを必要な範p確 で任意に処分し、その処分

に要した資サ11を とJlこ紺求すメ。ことができる。

S 本1カ瘤:の I月 渡し時において、るは、本4カ件内にとがl‐☆世した造作・繊鮒筆を撤去し、本物側tr′)変更↑
=再
所及び本

物件に生じた狩横、1氏傷鯨紗Fをすべて修復して、本物件を引波し当初の原状に篠せしめなければならない。

6 とがりI披 しを避延したときは、とは、軒1に対して、貨貸イ|イ契約が解除された旧Xは湖激した膊″)盤 用から1男渡

フヽ牝Tの Hま での円の賃労引,rノ歩倍額に41当 するlR省金を支払わなけオしはならない。

(立入り)

第15条 r「は、本略力作の防火、本4勿件の継過の保全その他の本物 r卜 で
'う

令t理上榊に必要があるときは、あらかじめる

の承i件を得て、本物件に立ち入ることができる。

2 とは、正!4な 削I樹 がある1勤合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを】臣否することはできない。

3 本哭胎が4冬
‐
rし た後に本物狙:を賀イ汁しようとする者xは本4勿 件をI蔵 り受けようとする者が本物件の聴認を1-る

とき1よ、1lt及 び4勿件のイ14燃 をする者は、あらかじめるのデA滞を得て、本4カ狙:内に立ち入ることができる。

4 :11婦 :、 火災による延焼を防止する必雲がある場合、何ら避4打 なく―定朗膊本物綱:を不在にし木物件内及び本協

割iが〃i在する
'と

生物|)の保存等に支障が生じるおそれがある場合その他の纂急の必要がある場合においてlk、 あら
か じめ乙の爪講をでヽ卜ることなく、本物flli内 に立ち入ることができるとこの場合において、「

11は 、乙rデ)承 1汗 をでいず

に立入つたときは、その旨を乙に通知しなければならないり

(甲の通如機務)

第16条 彎1は次の各号のい,・れかに該当するとき
`ヽ

XttLち にその音を科面にtkつ てる1こ 遜角:しなと

'加

′ばならない。
一 賛料鉾文とムい方惨の変更

二 暉t書 (6)に紀峰した管響業なの変更

(乙の通知磯務)

第17集 みx,改連絆保腿人は、各号♂)いずれかに,亥 当づ
~る

とき,∴、直1ちにその哲を書面によつてlIこ に過知しなt,すれ

ばならない。

一 とが本契約締結当時のオ■下rt'Aく 更、合リト、営業膊的の薫大な変更があるときじただし、聾散行為が鷲イlt機の1夷波

た評価できるときは、舛8条第1項の定めに従うものとする                       .
二 長期に体業するとき

三 連絆保離人の住所、氏名、緊急の連津各先その他の変父

阻 連帯保祉人7)死亡又は郎l険

(鯉滞損害金,

第10朱 るr歳 、本契約より生じる企

'挽

債務の支払いを選1帯″したときfよ 、イ
1主 (365樹 当たり)11,6%の 割合による延洲

'損学金を文1ム うものとする。

(乙の儀務の掘保)

第おe朱 本災約において,ま 、頭密(7)に龍載する方法により、乙の子☆務を11保するじ

樹

軒

野

弊

1事第用領:貸 4Ⅲ猟約斜(,声絣)a′研'15,OB



2 頸審(7)で r連載,傑和に人,にチェックがある1'合には、次の′了1号の定めによるものとする1,

一 頭群(7)祀職の連絆保服人は、乙と連絆して、本契約から生じるとの債溺を負Ⅲll司・るものとする

こ 連4,保離1人が少E亡 し、xは破蔵開始決定 〉々によつて連構保臆人として要事無される能力又は安力を失つたときは、

第17条 の対と定に浪づき乙は直ちにそ♂)狩 を111に 近知するとともに、llの承1楷するイ√丁たな巡1:争保,護人に保前に籍託

する ぅヽのと1・ る                 ｀

三 紬号の場合において坤,たに11と の問で連料保需正契約を締結した連帯1果縦人は、算―
'・

サ七に定める税務を負うもの

とする

3 J審 (7)で 1家賛f貨務保経会社の1是 8(す る操れと」にチェックがiあ る場合には、次の各号の定めによるものとす

― 収審(7)祀載の察賃1衡務保撤会社が擁供する保藤の1勺容については別に定めるところによるも♂)と し、III及 Ot

乙は、本供約と同‖争に周保江を利′脅するために必要な手肌きをとらなければならない

工 乙が前号の手続きをとらない婦合その他るの黄にh'司
~べ

きIff出 により前号に定める
.イ

果肌が利用できない場合は、

本拠約は成立しないものとする。ただ粧́、とは、顔耕(3)紀載の契約の始lりlか ら本物件を明渡すまでの‖すの費

小と4i当 根密金を負担しなければなら

'に

い

こ 前摯本文のI場合において、別に違料保F正人を立てることにより拠約を成立させることを甲乙‖
'Iで

合意した場合

に1よ 、前号rl〕 規定にかかわらず、甲と逆‖保証人との辟〕で連1静保藤契約が成立したことをもつて、頭群(3)記

ll11の契約の始翔に本契約が有タジけに成立と′たt)の とみなす

(契約の】H競〕

第20条 本撰約は、天災、地変、火災そイプ)他甲と双方の質めに辮さない刊ri歯 により、本物件が減失したよl′

'ァ
合、当然

:岳 消滅する。

(協臓)

第21条 印及び乙は、水擬舞riJ科 ,こ 定めがない1ド項及びホ拠維書の条項の布子釈について疑槌が生じたオう合,よ、民法そ

う他の法令及(メ慣4サに従い、繊態をも,ュ て協議し、白率決司
‐
るものと→

‐
るn

(合意管構競判断)

第22条 本契約に起囚する紛争に関し、融;訟を1是起する必嬰が生じたときは、本物件 r′)所在
'Lを

管戦する
'と

方 (餌 1

弄プサ)触 ilt41所 を第1審管搬裁判所とする。

(機鶴事項)

第23条 件約事r,瓦について1よ、頭書(9)祀 1付υ)と おりとする。

'IS,01



令和5年度 領収書添付用紙
議理番号

議員氏名

(政務活動費充当額〉

807.632校分本 %領収書  碧枚



普久原 朝 日 様

発行日 令和6年 4月 3日

領  収  証

領収金額 ¥812,152

下記のとおり金額に相違がないことを証明いたします。

座波ビル1-D(沖縄県那覇市安里381番地)

鞄:貿

珀

支払日付 内   訳 金   額

2023.3.31
家賃65t000・ 共益費2,000円・水道料694用
(令秦E6年4月 分)

¥67,691

2023.5,1 家賃65,000・ 共益費21000需・水道料747円 十

(令和年5月 分)
¥67,747

2023.5.31 家賃65,000・ 共益費2,000劉・水道料663日
(令和5年6月 分)

¥67,663

2023.6,30
家賃65,000・ 共益費21000円・水道料691円
(令和5年7月 分)

¥67,691

2023.7.31
家賃65,000・ 共益費2,000隅・水道料663円
(令和5年 8月 分 )

¥67,663

2023.3,31
家賃65,000・ 共益費2tOOO円・水道料663円

(令和5年9月 分)
¥67,663

2023.10,2
家賃65,000・ 共益費2,000円・水道料663円
(令奉B5年 10月 分 )

¥67,663

2023,10.31
家賃65,000・ 共益費2,000田・水道料663円

(令和5年 11月 分 )
¥67,663

2023.11,30 家賃65,COC・ 共益費2,000円・水道料663円
(令不E5年 12月 分)

¥67.663

2023.12.29
家賃65,000,共 益費2,000円・水道料663用
(令和6年 1月 分)

¥671663

2024.1.3と
家賃65,000・ 共益費2,000円・水道料597円
(令穂6年2月 分)

¥67,597

2024.2.29
家賃65,000・ 共益費2,000円・水道料630円
(令和6年 3月 分)

¥67,630

合  計 ¥8111997

株聴灘鞠



令和5年度 領収善添付用紙
整理番号

議員氏名 日

項 目 I事務所費
頌収書その他の網r―

~

落帯毬

※ ご奉11用料金澁明書 墓務所インターネッ

二

(政務活動費充当額 )

271388領収書  1枚 按分率 %



靭

性」よ測硼脚」脚撃J瑯よ

普久原 朝日 様

電 話 番 号 等

2023年  7月 分

2024年  3月 分

発行会社  NTTフ ァイナンス株式会社

轟金センター

お問合せ売 08Co-333-050C
受付時間 9:00～ 17:00
(■・日・親臓 ,年末年始を除 く)

〒810  福岡市中央区白金

一0912 1-20-3 紙与薬院ビル

8515A01040001-000069

電 話 料 金 等 ど 利 用 料 金 証 明 書

※1 各通信サービス提供会社alでポイント売当等,こ より、請求金額を相殺した
'B合

、「ご請求金亀ヽなしこと表示されます。
※2 本書1よ 、一播請求回線単位のご利用料金、または、クレジットカード払いによるど利用料金を記載したものであり、料金のお支払懸を証明しているものでは

ありません。
※3 各通信サービス提供会社名の記報がない料金は、Nrイ ファイナンスご利用料金となります。

2024年  4月  3日

NTTフ ァイナンス株式会社

1 フ/1

年 月 分 ご 利 用 金 観 支 払 年 月 日 記   事

2023年  6月分 31663用 2023年  6月  8日
ドコモご利用分 一播請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

5,720翔 2023年  7月  7日
ドコモ言利用分 一橘請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年  8月分 5,720円 2023等  8月  8日
ドコモご利用分 一橋請求,こ よるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年  9月 分 5,720円 2023年  9月  8ロ
ドコモど利用分 一播講求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年 10月 分 5,720脅 2023年 10月  7日
ドコモご利用分 一括請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年 11月 分 5`720日 2023年 41月  8日
ドコモど莉周分 ―活講求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2023年 12月分 5,606円

′γl募欲:rら ,夕

'9子
:IRL駅岳

2023年 12月  8日
ドコモご利用分 一播請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

2024年 二月分 2024年  1月 鷲O菌
ド要モご利用分 一播請求,こ よるお女払

クレジットカードによるお支払

2024年  2月分 6,720翔 2024年  2月  7[露
ド剰モご利用分 一括召芽求rこ ょるお支払

クレジットカードによるお支払

51720円 2024年  3月  8日
ドコモど利用分 一播請求によるお支払

クレジットカードによるお支払

合計 64,963円

〒108-0075 東京都港区港南卜歩70



令和5年度 領収書添付用紙
整理番号

日

瞬BX議 ¢醐 醐 靱 腕

※ 領収書添付 電気19と金

(政務活動費充当額)

70,577領収密  再枚 披分本 %



電  気  料 金  領  耳又 事  実  証  明  書

電 気 番 号 契 約 種 別

従量霊灯

ヂ
」

契 約 者

普久原 朝 日 様

請 求 を

普久原 朝 憑 様

侵 絵 m点撫
ど
を
‐

番 号

那覇 F灯学安里 38と
廊溝 ビル  1-Iう

那覇市字安里 381
座渡 ビル  4-D

年 月 分

脳費税等相当額
(100/。 )(11)

領 収 金 額
(用 ) 領 取 年 月 恩 備  考

11  5 4 1441 41858 谷為 5年 5月 2日

R  岳 5 446 41908 合 和 5年 5月 20とヨ

1  5 6 i450 4195() 全和 5年 6月 18電

l1  5 7 1786 81648 今和 5年 7月 24周

1と  Б 8 1980 101239 令和 5年 8月 25日

lt 5 9 1543 51980 令和 5年 10月 H日

R 5 10 :625 61877 令和 6年 10月 16日

R 5 11 i554 61064 令和 5年とと月16握

R  5 12 i467 1 5i137 令和 5年と2月 14躍

とを  6 l 147を 5!187 令和 6年 と月 16霞 tイ与.41ウr〕11c予ぅタ
R  6 2 13 6 4 4:007 今和16年 3月 6態

11  6 3 1353 31889 令森 6年 3月 21屋

合  計 61427 7()1744

※本表はインボイス制度の対象様式ですよございません

rゃ れ(ぅ11,141務 内

4,に つき北ll鞘

脱務堵承認済

上記のとお り領収 したことを証明します

令万86年 4月  5口 沖 4亀電力株式会社

Y140115-26(03.123.02.28)
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